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平成２４年荒川区教育委員会第１６回定例会 

 

 １ 日  時    平成２４年８月２４日         午後１時３０分 

 

 ２ 場  所    特別会議室 

 

 ３ 出席委員    委   員   長           小 林 敦 子 

           委員長職務代理者           青 山   佾 

           委      員           髙 野 照 夫 

           委      員           髙 田 昭 仁 

           教   育   長           川 㟢 祐 弘 

 

 ４ 出席職員    教 育 部 長           谷 嶋   弘 

           教 育 総 務 課 長           佐 藤 泰 祥 

           教 育 施 設 課 長           丹   雅 敏 

           学 務 課 長           平 賀   隆 

           社 会 教 育 課 長           山 本 吉 毅 

           社 会 体 育 課 長           泉 谷 清 文 

           指 導 室 長           武 井 勝 久 

           南千住図書館長           小 堀 明 美 

           書      記           大 谷   実 

           書      記           浅 沼 佳 子 

           書      記           湯 田 道 徳 

           書      記           渡 部 由 香 

 

 （１） 審議事項 

    第１９号 荒川区文化財保護審議会委員の臨時委嘱について 

    第２０号 平成２３年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対する意見の聴取について 

    第２１ 荒川総合スポーツセンターの指定管理者の指定についてに対する意見の聴取に

ついて 

    第２２号 財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う理科室等特別教室備品等）につ

いてに対する意見の聴取について 
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    第２３号 財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う給食室備品）についてに対する

意見の聴取について 

 （２） 報告事項 

 ア 学校施設等の非構造部材の耐震化について 

 イ 平成２４年度標準学力調査実施結果について 

 ウ 公立学校教職員の処分について（報告） 

 エ 平成２３年度生涯学習施設の実績評価結果について 

 オ 伝統工芸技術継承者育成支援事業について 

 カ 平成２３年度荒川総合スポーツセンターの実績評価結果について 

 キ 荒川総合スポーツセンターの指定管理者候補者の選定結果について 

 ク 荒川区青少年スポーツ活動支援補助金交付に関する要綱について 

 （３） その他 
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○委員長  では、ただいまから荒川区教育委員会第１６回定例会を開催いたします。 

 出席委員数の御報告を申し上げます。５名出席でございます。 

 会議録の署名委員は、髙野委員及び髙田委員にお願いいたします。 

 教育長、あいさつをお願いいたします。 

○教育長  本日の審議、よろしくお願いいたします。 

○委員長  ５月１８日開催の第９回定例会の会議録、及び５月２５日開催の第１０回定例会の会議

録につきましては、前回の定例会にて配付し、この間、確認等をしていただきました。本日、特

に委員から意見等がなければ承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  それでは、承認いたします。 

  また、６月８日開催の第１１回定例会の会議録、及び６月２２日開催の第１２回定例会の会議

録が机上に配付されております。 

 次回の定例会で承認についてお諮りいたしますので、次回までに確認し、何かお気づきの点が

あれば事務局まで連絡をお願いいたします。 

  それでは、本日の議事日程に従いまして議事を進めます。 

  皆様にお送りした議事日程におきまして審議事項が５件、報告事項が７件となっておりました

が、報告事項が１件追加となっております。 

  初めに、議案の審議を行います。 

  議案第１９号「荒川区文化財保護審議会委員の臨時委嘱について」を議題といたします。事務

局より議案の説明をお願いいたします。 

○社会教育課長  では、議案第１９号「荒川区文化財保護審議会委員の臨時委嘱について」、説明

をさせていただきます。 

 提案理由でございますが、文化財保護審議会臨時委員を委嘱する必要があるためでございます。 

 内容についてでございます。１、委嘱事項でございますが、荒川区文化財保護審議会臨時委員。

委嘱の委員でございますが、是澤博昭さん。３、任期でございますが、平成２４年８月２７日か

ら「日暮里山車人形・源為朝」他１点の調査終了まででございます。 

 是澤氏の経歴等でございますが、研究分野は、民俗学、文化人類学、教育学でございます。経

歴でございますが、現職は大妻女子大学家政学部児童学科准教授、佐倉市文化財保護審議会委員、

平成２４年度、今年度からでございます。なお、過去でございますが、荒川区文化財保護審議会

の臨時委員を平成１６年度にしていただいております。 

 住所については、埼玉県さいたま市でございます。 

 参考でございますが、文化財保護条例の第２６条第２項のところで、「特別の事項を調査審議
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する必要があるときは、審議会に臨時の委員を置くことができる」という規定になってございま

す。また同第２７条で、委員の任期について、「臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議

が終了したときには、解任されるものとする」ということで、任期は規定されているとおりでご

ざいます。 

 裏面でございますが、参考資料でございます。今年の５月１８日に今年度の荒川区の登録・指

定文化財の諮問（案）を出させていただきまして、その中で、１、荒川区登録文化財の種別、有

形民族文化財、日暮里山車人形・源為朝の審議についてかかわっていただくものでございます。

また、３の文化財の保存修理の部分につきまして、有形文化財の三河島山車人形・稲田姫につい

て、この２件について臨時委員として諮問をお願いしたいと考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質疑は何かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、ないようであれば、質疑を終了いたします。 

 議案第１９号について意見はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、討論を終了いたします。 

 議案第１９号について原案のとおり決定することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議ないものと認めます。議案第１９号「荒川区文化財保護審議会委員の臨時委嘱につ

いて」は原案のとおり決定いたしました。 

 続きまして、議案第２０号「平成２３年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対する意見の聴

取について」を議題といたします。事務局より議案の説明をお願いいたします。 

○教育総務課長  それでは、議案第２０号「平成２３年度荒川区一般会計決算（教育関係）に対す

る意見の聴取について」、御説明いたします。 

  提案の理由でございますが、平成２４年荒川区議会第３回定例会で決算の認定に付するため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、区長より教育委員会に意見聴取が

あったものでございます。 

  御手元に本日、議案とともに決算の概要を載せました幾つかの資料を御用意させていただいて

おります。議案の後ろに、平成２３年度教育費決算歳出について、及び歳入についてということ

で、総括表を用意してございます。 

  それから、各費目の内訳と、それから薄いグリーンの表紙でございますけれども、『平成

２３年度主要事業決算資料』ということで、荒川区教育委員会事務局各課の決算概要、事業の概
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要をまとめた資料を御用意させていただいております。 

  本日、御用意いたしました２枚目の総括資料によりまして、決算の概要を説明したいと思いま

す。 

  初めに、歳出の方でございます。裏面が歳出になっているかと思いますけれども、歳出につい

て御説明いたします。 

 総括表の一番上の行、教育総務費でございます。支出済額が１０億６，９００万２，０００円、

執行率８９．７％でございます。 

 以下、小学校費につきましては、支出済額３０億４，８８８万７，０００円、執行率８８．

３％。中学校費、支出済額２７億３，７８０万円、執行率９５．２％。以下、校外施設費、幼稚

園費、社会教育費、社会体育費の支出済額及び執行率につきましては、それぞれ記載のとおりで

ございます。 

 結果としまして、歳出の計でございますが、支出済額が９３億８，５３８万６，０００円、執

行率９１．１％、当初予算に対しまして９億１，６９６万８，０００円の不用額が発生しており

ます。 

 この不用額の内訳、理由別の内訳につきましては、本ページの下の段でございますが、不用額

の内訳というのがございます。不用額の発生理由でございますが、項目１の事業実績減によるも

のでございます。３億４，７５８万４，０００円、全不用額の３７．９％を占めるものでござい

ますけれども、各種援助費の認定者数や支給額の実績が、当初、予算計上に当たりました、想定

をした希望を下回ったことによるものでございます。 

 それから、２段目の事業未実施、１億９，５６１万２，０００円。こちらにつきましては東日

本大震災がございまして、歳入等の減額を想定いたしまして、工事費等で緊急性の低いものにつ

いて当該年度の執行の見直しを行ったために、実施を見送ったものでございます。 

 続きまして、執行努力でございます。このたび執行経費削減をしました結果といたしまして、

記載のとおり２，８４８万６，０００円でございます。光熱費の縮減など、執行に当たりまして

経費削減を進めたものでございます。 

 続きまして、契約差金でございます。２億２，４８９万１，０００円、全不用額の２４．５％

を占めてございます。事業執行に当たりまして、入札等によりまして契約差金が発生し、縮減が

図られたものでございます。 

 また、続きまして、２３年度の主な新規・充実事業の状況でございます。本ページの中段のと

ころでございます。 

 初めに、教育施設課の所管事業でございますけれども、スクール安全ステーションの設置事業

でございます。こちらにつきましては、平成２０年度の新規事業と実施いたしまして、小学校の
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安全対策を強化することを目的に、校門付近に安全推進委員の詰所を設置するものとして開始し

た事業でございます。平成２０年度から順次設置して参りまして、平成２３年度には４校設置を

しまして、２０校に設置して参りました。残りの４校につきましては、今年度に整備いたしまし

て、全校に設置完了する予定でございます。 

 ２番目の尾久八幡中学校の建替事業でございます。１５億７，１８３万３，０００円の執行で

ございます。隣接をいたします区民運動場の敷地を含めた中、建替計画を推進している中の経費

でございます。２３年度におきましては、建設工事に着手いたしまして、２５年、来年の３月に

完成しまして、４月に新校舎に移転する予定でございます。 

 次に、学校図書館指導員の全校配置でございますが、９，１９６万９，０００円、学校パワー

アップ事業、６，８９３万３，０００円、小中学校英語教育の推進、８，７０７万２，０００円。

いずれも指導室の事業でございます。 

 学校図書館指導員の全校配置でございますが、こちらにつきましても２３年度におきまして、

引き続き学校図書館の有効活用や読書活動の推進を図るために、司書等の専門資格を有する者を

全小学校に５日間常駐させるとともに、これらの各校の学校図書館指導員を統括指導し、各校の

取り組みを支援いたします主任学校図書館指導員を１名配置しまして、研修会の開催、あるいは

啓発リーフレットの作成等、活動の充実に取り組みまして、国語力の向上を図って参りました。 

 次に、学校パワーアップ事業でございますけれども、こちらも平成２０年度より各校の特色あ

る教育活動の充実を目的として開始した事業でございます。２３年度におきましては、第２期目

の１年目ということで、さらに充実した教育活動を支援するために推進を図ってきたものでござ

います。 

 次に、小学校の英語教育の推進につきましては、小学校の全学年において週１時間の英語科の

授業を実施、また中学校では、外国人英語指導員を週５日常駐させまして、英語による実践的な

コミュニケーション能力の向上を図って参りました。 

 また、小学校６年生及び中学校２年生が清里高原で外国人と共同生活を行い、生活に密着した

英語力を培うということで、ワールドスクールを実施いたしました。 

 以下、記載のとおり、社会体育あるいは社会教育関係の事業について記載してございますけれ

ども、２３年度におきまして新たに着手いたしました事業、あるいは充実させていただきました

事業の主なものでございます。 

 その他、各課の事業の詳細につきましては、先ほど申しました主要事業決算資料に記載させて

いただいておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 

 次に、歳入でございます。今の総括資料の裏面を御覧ください。 

 歳入でございますが、特に大きく予算額の変更のあったところだけ御説明させていただきます。 
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 まず、繰入金でございますが、収入済額が６億８，７００万円ということで、予算に対して収

入額が１億８，４００万の減となってございます。こちらにつきましては、当初予算に比べまし

て、多くの繰り入れをしなくても事業の執行ができたということで、減になってございます。 

 次に、一番下の特別区債でございますけれども、こちらにつきましても予算に対する収入額が

１億２，４００万円ほどの減になってございます。こちらにつきましては、当初の財源対策とし

て起債の活用を予定しておりました学校の大規模改修につきまして、３．１１の震災による工事

執行計画の見直しを行ったものですから、その見直しと、あと、工事の執行額自体の減というこ

とがございまして、起債の活用額が予算額を下回ったものでございます。 

 全体といたしましては、歳入の計、記載のとおり収入済額２３億３，７７１万２，０００円、

収入率が８７．４％となっています。 

 以上、大変雑駁でございますが、２３年度の教育関係予算の決算の概要につきまして御説明を

させていただきました。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長  では、ただいまの発言について、質疑ございますでしょうか。 

○青山委員  不用額のうち、契約差金の項目で、外国人英語指導員の派遣業務委託で７００万円余

の契約差金が生じていますけれども、これは多分、契約差金だから規模減ではなくて、ほかの面

で差金が生じたのではないかなと思いますけれども、例えば、ちょっと気になるのは、指導員の

賃金単価とか、そういうものが安く抑えられたとか、そういうことなのでしょうか。それとも、

そうではなくて、そのほかの面での事務的な面でのリストラ効果みたいなものがあったのか。あ

るいは、そういったことは、これは全体で契約しているので、区役所の関与するところではない

ということなのか、その辺をちょっと、気になるところなので教えてほしいと思います。 

○指導室長  単価が低くなってということではもちろんございません。当初、回数等を恐らく多め

に予定をしていて。 

○青山委員  回数なのですか。わかりました。 

○指導室長  はい。それがその範囲の中でおさまっていくというようなことでの差になっているか

と思います。 

○青山委員  わかりました。ありがとうございました。 

○教育長  代休とか、そういうのもかかわるのでしょう。 

○指導室長  そうです。 

○教育長  月曜日に動いたときに、月曜日の代休が３回も４回も重なったという。 

○青山委員  なるほど、そういう規模減なのですね、結果的に。 

○教育長  はい。 

○青山委員  わかりました。ありがとうございました。 
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○委員長  すみません。それとの関係があるかと思うのですけれども、主な新規・充実事業で、小

中学校英語教育の推進のところで見ると、不用額が１，４６１万円になっています。これはどう

いったことなのでしょうか。 

○青山委員  指導員の業務委託の方では７００万円余ですよね。 

○指導室長  英語教育アドバイザーの派遣も同じように、この中でやっているかと思うのですけれ

ども、そういったものが減になって、同じように、その回数が当初多めに予定していたものから

減になっていたり、そういったものの積み重ねがあったりしてここにあらわれているかと思いま

す。 

○委員長  そうですか。せっかく予算がついたのに、使わないのはもったいないような気がします。

小中学校の英語、非常に重要かと思います。せっかく予算がついたのにという思いがあったもの

ですので、質問させていただきました。 

○教育長  １，４００万は大きいですよね。 

○委員長  かなり大きいですね。 

○教育長  それから、また関連で言うと、パワーアップでも４３４万。パワーアップを何で先生が、

校長が使わなかったのか。使わなかった学校があるのですか。 

○指導室長  いいえ。差金等で最終的にそういった額がということだと思いますが、せっかく組ま

れた予算ですので、なるべく執行率を上げていくように、また今後は指導して参りたいと思いま

す。 

○教育長  わかりました。 

○委員長  そうですね。パワーアップもせっかく予算がついているわけです。パワーアップのおか

げで、教育活動が充実したという声もありますので、予算がついているのであれば、執行率をも

っと上げていただけるといいのではないかと思います。 

○教育長  いつも言われていることなのだけれども、１，０００人近くいる大規模校と１００人も

いない学校と、同じ１８０万でしょう。途中で、もしこういうのが大規模校に回されたら、大分

違うのではないかと思ったのだけれども、それはできないのですか。 

○指導室長  とりあえず、何回か学校が進める中で、当初の計画とは違った用途で使いたいといっ

たようなことについては、科目を変更したいといったような申請をやりとりして、なるべくその

学校が使いやすいようにということをやっておりますので、その流れの中では、こういった執行

残も減らせるように努力をして参りたいと思います。 

○教育長  ぜひ、大規模校に優遇してあげたい。１００人もいない学校と１，０００人いる学校で

は、かなり違いますので。 

○委員長  年度当初に、途中で余りそうであったら、ほかに回すということはできないわけですか。 
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○指導室長  今は他校に回すいうことは、してはいないです。 

○教育長  最初から使わないという計画であれば回せますよね。 

○指導室長  はい。ただ、そうではありませんので。 

○青山委員  例えばある学校で、このパワーアップ事業のための印刷費が安く契約できたと。契約

差金が出てその学校はもう使わないという場合に、教育長のおっしゃるのは、そういう場合、例

えば大規模校なんかに回してあげたらどうかと、そういうことですね。 

○教育長  そうです。 

○青山委員  それには多分、ルールを変えないといけないのですね、あらかじめ。 

○指導室長  はい。まずは、その差金が生まれたときには、自校でいろいろとやりたいという事業

を出しながら、それが切られたと。例えば未来の方に出しておいて、全部予算がついていないも

のもありますので、そういったことをまたさらに申請してきたというようなこと、なるべく、そ

の学校で使うようにといったようなことはやっておりますが。 

○青山委員  その学校ではね。 

○指導室長  その先に、では、他校に回してというところまでは、今のところはできておりません

ので。 

○青山委員  そのためには、もう一回、ルールを洗い直して、あらかじめ私たちでルールを決め直

さないといけないですね。 

○教育部長  パワーアップ事業については、各学校側の積算を基本的には尊重してやってきている

というところがありますので、若干、そういう意味では、見積りが学校側の方に甘い部分ももし

かしたらあるのかもしれません。その辺については、今後、少し検討の課題とさせていただけれ

ば、ありがたいと思っております。 

○委員長  大学ですと、研究費の割り当てがあり、年度末に余ると、それを集めて印刷費に回すと

か、大型図書の購入に回すとか、そういったシステムがあります。そういうのがもし可能であれ

ば、検討の可能性はあるかなという気がいたします。 

○教育部長  そうですね。わかりました。 

○青山委員  でも、先生、大学の研究費で、それぞれの部門別の研究費とか、個人別の研究費とか

あるではないですか。そういうものが、ある部門で契約差金が生じて余りましたと。それを他の

部門が使えるということは、普通、やらないですよね、やはりね。 

○委員長  先生方は多分理系で額が多いですから。うちは文系で額が少ないですので、集めてやり

ます。 

○青山委員  いつも余ることがないのですか。集めてやるのですか。 

○委員長  集めてやります。集めて印刷経費とかに回したりします。 
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○青山委員  なるほど。 

○髙田委員  いろいろな点に努力しているというのはわかるのですが、契約差金のところの伝統技

術展の会場設営等委託業務が、４４３万も余ったのは、震災の関係で去年、規模を縮小したとい

うわけでもなかったと思いますが、やはり縮小している点が関係しているのですか。 

○教育総務課長  いいえ。昨年の伝統技術展につきましては、電灯を蛍光灯に変えただけですので、

規模自体は同じでございますが、これは契約で見積もり競争をした結果、今までと違う業者に安

く入れていただいたという形になっています。本来の契約差金という形になってございます。 

○髙田委員  ３２回目は、特にそんなに小さくした覚えもないので、どうしたのかなと思って質問

しました。 

○髙野委員  あと、一つだけいいですか。不登校プロジェクト、これは９９万円余りました。十分

なのですか。 

○教育長  どうなのですか。 

○髙野委員  また今後の、来年の予算にも関係してくるように思うのですけれども。 

○指導室長  ちょっと確認をさせていただければと思います。申し訳ないです。 

○教育長  年度当初、１０％ぐらい残しなさいという財政課からの通達はなかったのですか。 

○教育部長  あります。 

○教育長  ありますね。 

○教育部長  はい。 

○教育長  そういうのもあるのですよ、財政課から。 

○委員長  そうですか。 

○教育長  荒川区、予算が大変だから１０％ぐらい残しなさいと。 

○委員長  １０％ですか。 

○教育部長  シーリングで。消耗品とかそういうものについては、シーリングがかかっているもの

もございます。 

○委員長  それは消耗品とかについてですか。 

○教育部長  消耗品とか印刷とか、一般需用費です。 

○委員長  そうですか。 

○教育部長  全体の金額が４，６００万円ありますので、ひょっとしたら、そういうシーリング等

で残っている可能性はあるかもしれないですね。 

○委員長  そうですか。 

○教育部長  １００万円ですので。 

○委員長  ええ。 
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○髙野委員  それから、もう一つあるのですが、これは緑の本の１０ページの一番上、就学援助、

これに対する対応です。小中学校の場合は、あまり関係ないでしょうが、御両親が経済的に破綻

した場合の対応ですが、今後の予算をつくるに当たって、これは大丈夫ですか。 

○学務課長  就学援助につきましては、簡単に言うと生活保護を受けている方、それから、それの

収入が１．２倍までという形で、対応していますので。決算上、余っているのは、やはりそうい

う経済的に困難な家庭が増えている状況を見越して、ある程度、高めにとっておりますので、対

象者の予算に対して決算では減という形で、規模減という形になります。 

○青山委員  就学援助率は結果的に何％だったのですか。 

○学務課長  認定率が小学校で２７％、中学校で３７％です。２３区中、小学校は５番目、中学校

は６番目です。 

○教育長  ６番目に多いということですか。 

○学務課長  はい。 

○委員長  上から。 

○学務課長  はい。上からです。 

○委員長  高いですね。 

○教育長  高いですよね。昔はもっと多かったのだけれども、大分よくなった。 

○青山委員  もう半分ぐらいいっている区がありますからね。 

○教育長  はい。 

○委員長  これは、執行率が低い場合で次年度の予算が減らされるとか、そういったことというの

は可能性としてはありますか。 

○教育部長  次年度の予算ですか。 

○委員長  ええ。次年度予算。 

○青山委員  就学援助は制度として定められているから、それはあり得ない。 

○教育部長  それはありません。 

○委員長  そうですか。 

○教育部長  よほど実績が落ちていくという見込みが立っていれば、予算の減額もありうるのでし

ょうけれども。 

○青山委員  仮に予算が足りなければ、補正予算を組んででも、あるいは、科目間流用をしてでも

ということになりますが、それは大丈夫だと思うのです。 

○委員長  そうですね。 

○青山委員  ただ、先生がおっしゃっているのは、姿勢として厳しくないかどうかということでし

ょう。 
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○委員長  そうです。 

○青山委員  この２７％、３７％という数字は、この決算年度の前年度が２２年度ですか。 

○学務課長  はい。 

○青山委員  ２２年度はどういう数字だったのですか。 

○教育部長  小学校が３１．２％で、中学校が４３．８％でした。 

○青山委員  随分、低下したのですね。 

○教育長  汐入地区が増えたからですよ。 

○青山委員  そういうことですか。 

○教育長  汐入地区がなければ。 

○青山委員  絶対数は減っていない……。 

○教育長  そう。汐入地区の裕福な方が入ってきたので。 

○青山委員  絶対数はわかるのですか。 

○学務課長  絶対数は、ここのところは、２２年度は小中あわせて３，８７３に対して、２３年度

が３，３９３で減少してございます。傾向からすると、その２１年度は３，５００ですので、

２２年度がかなり多かったと。そこから下がっているという状況ですけれども、若干、年度によ

って傾向は違っていますが、おおむね１５年度で３，２００ですので、そこから３，０００台が

ずっと続いているということです。 

○青山委員  なるほど。 

○教育長  もう一回、言ってください。２２年度は……。 

○学務課長  ２２年度が３，８７３。 

○教育長  ３，８７３。 

○学務課長  はい。 

○教育長  ２２年は多いのですね。 

○青山委員  今回、３，３９３に。かなり減ったわけですね。小林先生の危惧が、また芽生えてく

る。 

○教育長  こんなに変動があるのですか。 

○委員長  減りましたね。 

○教育長  子供が減った、増えたというのは関係ないですね。就学人数とは関係ないですね。 

○学務課長  傾向として大きくずれているということはないと思います。 

○教育長  ないですね。わかりました。 

○青山委員  そうですね。比率が減ったということですよね、結局ね。ということは、生活水準が

好転したということ。 
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○委員長  好転したということですかね。 

○青山委員  ということですね。 

○教育部長  今、２２年度の数字までやっていましたか。２３年度も……。 

○青山委員  ３，３９３人と言っていた。相当、減っているわけですよね。 

○委員長  そうですよね。 

○教育部長  ちょっとお待ちください、確認します。すみません。 

○委員長  １年でこんなに減りますか。 

○学務課長  すみません。２３年度が３，７６１ですから、ほぼ同じですね。 

○青山委員  ３，７６１。それだったら、わかりますね。 

○学務課長  すみません。 

○青山委員  では、やはり危惧は当たらないということだ。 

○委員長  そうですね。危惧は当たらない……。わかりました。 

○青山委員  さっきの教育長の解説の、汐入の母集団が増えたというのが、率の低下につながった

ということなのですかね。 

○委員長  そうですね。 

○髙野委員  ちょっといいですか。やはり、今、中学生を含めて子供たちの体力の低下ということ

が指摘されていますね。予算が少し、６１万円ですけれども余ってしまっています。この

２７ページを見ますと、そういうスポーツ、レクリエーションに対しての参加人数が少ないので

す。スポーツひろばで１万２，０００人とか、ほかに少ないので、こういうお金をもうちょっと、

６３万円で有効にできる。例えば荒川区の特色の、この決算の話とちょっと離れますが、綱引き

大会とか、そういうのをやるともっと盛り上がって、人数の参加、有効なお金の使いようになる。

各地区の大会とか、学校大会とか。綱引きだと６１万円ぐらいでできるのではないかな。有効に

使うために、そういう工夫もやはり必要だと思います。 

○社会体育課長  ありがとうございます。この６０万円が余った子供たちの運動能力アップ事業な

のですけれども、こちらの方は小学校２年生を対象に、スポーツ推進委員などが各学校に行って、

運動嫌いの子供に運動を好きなようにさせるという事業でございます。ただ、例年４校ずつやっ

ていたのですが、実は２３年度は、６校に拡大しようと思って予算を獲得したのですけれども、

実際には指導する側の手配がとれなくて、結果的には例年どおり４校でしか実施できませんでし

た。その関係で、資材等の購入、その学校にボールですとか、フラフープですとかをお渡ししま

すので、それが２校分だけ余ってしまったというところでございます。 

○髙野委員  でも、参加人数が少ないですね。 

○教育長  何とかうまく使ってください。 
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○社会体育課長  そうですね。 

○髙野委員  お願いします。 

○委員長  新規事業の中で、荒川コミュニティカレッジが余っているのですが、これは参加者が少

なかったということでしょうか。 

○教育総務課長  コミュニティカレッジにつきましては、参加者自体につきましては、人数が減っ

ても教室自体は同じ回数を開いていますので。ただ、有料の講師の先生の関係と、あと無料で報

償費がかからない講師をお願いしたという形で、その無料の講師の方が２年目は多くなったとい

うところで、残が出たと思います。 

○髙野委員  あと、小中一貫のキャリア教育ですね。小中一貫教育について、今後決算を見て、そ

の現状はどうなっているかということを調査の上、来年の予算をしっかりとつくらないといけな

い時期ではないかなと思います。 

○委員長  先生が見ておられるのは何ページですか。 

○髙野委員  １５ページです。小中一貫キャリア教育。社会教育体験、小中一貫教育をやった合理

性、メリット、デメリットでしょうか。今後の展開はどうするか、小中一貫はたしか３年目です

ね。予算、決算額について小中一貫そのものに対しては、ここには掲げられていませんけれども、

これも予算編成に当たって大切なことだと思います。 

○教育長 説明できますか。 

○指導室長  キャリア教育ですか。 

○髙野委員  キャリアだけではなく、キャリアはこれでいいのですが、小中一貫そのものの教育の

メリット、デメリット、そして、さらに予算をもっとつけて、うまく運用させるかという今後の

展開の方です。その前の小中も基本的なことで、決算を踏まえて予算をどうするかという意見で

す。 

 それから、その下に教員の資質の向上ということに対して、さっき質問しました不登校の問題、

いじめの問題、それに対して前回の教育委員会で話し合いましたが、教員、生徒、それと教育委

員会がうまく連携して、十分に展開させなければいけないということについても、これは今後や

はり予算を考える必要があるのかないのか、検討すべきではないかと思います。 

○教育長  各学校において、１カ月に１回、いじめの調査をするとか、いろいろな動きが出ていま

すよね。 

○髙野委員  はい。 

○教育長  そういうことを含めて、やはり早期対応、早期解決という形でやっていかないといけな

いと思う。各学校の中で教育委員会がある程度、リーダーシップをとってやる必要があると思い

ます。 
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○髙野委員  行動を見ますと、多くは先生方に全部覆いかぶさってしまっているようです。やはり、

これはこの前の会でも意見がありましたが、教員の数をたくさん増やすこと、多く手をかけるこ

とが大切だと思います。 

○委員長  先生がおっしゃった１５ページのところを見ていると、教員の資質向上で、予算が余っ

ていますよね。ちょっと、もったいないような。区独自の教員研修の実施とか、充実させればよ

さそうな気もするのですが。 

○教育長  これはどうして余ったのですか。１５ページの（３）。 

○指導室長  講師を呼ぶときに、報償費のかからない方とか、あるいは、そんなに高くない方とい

ったようなことで講師を呼ぶ場合があるので、計画の段階では、やはり例えば大学教授を呼ぶと

か、計画の中で予算をとっていくのですけれども、そういったところでお金がかからなくても、

しっかりした講師の方を招いているといったようなこともありまして、そういったところで決算

額が少なくなってきておりますが、それで、内容が乏しいものになっているということでは決し

てございません。 

○教育長  今、東京都の制度が変わりまして、現役の校長には謝礼なしなのです。昔は出したけれ

ども。 

○委員長  そうですね。 

○教育長  東京都は、現役の校長とか現役の副校長とか、教員には一切謝礼なしとなっています。 

○委員長  謝礼なしになったのですか。そうですか。 

○青山委員  それ、研修の計画はこなしているけれども、支出は少なくて済んだということなので

すかね。 

○委員長  １２ページのティーチングアシスタントの派遣も予算が余っています。 

○髙野委員  随分、余りましたね。 

○青山委員  本当ですね。 

○委員長  こういうのも、ティーチングアシスタントを入れると、児童にとってもいいように思い

ます。 

○髙野委員  そうですね。 

○青山委員  随分、余っていますね。 

○指導室長  先ほどの不登校のプロジェクトの内容なのですが、一つは、今、申し上げたように、

教育相談員の方の研修会のスーパーバイザーの謝礼であるとか、報償費がやはり含まれているの

ですが、それが８４．２％といったような執行率になっていて、同じように講師の方に思ったよ

うな謝礼を払わなくて済んだようなケースもございました。 

  また、教育相談専門員の報酬も共済費等で、相談専門員の共済費等が９０％で、当初の計画よ



- 17 - 

りは低くなっているといったようなところが、先ほどの不用額にあらわれていると思います。 

○教育長  ちなみに、大学教授は１時間幾らですか。 

○指導室長  １万３，０００円です。 

○教育長  そういう決まりがあるのですよ。大学教授は１万３，０００円。そういう規定があって、

その規定に沿ってやっています。 

○教育総務課長  そうですね。講師謝礼基準というのがございますので、大学教授ですと１時間

１万３，０００円、助教授ですと、たしか１万１，０００円。ですから、通常ですと２時間ぐら

いやって、１回、大体、２万６，０００円程度の報償費を払っているというような形になってい

ます。 

○髙野委員  現場の先生方から、こういうことをやりたいという意見を拾う、そして、各分野に分

かれて予算を立てる。それをやはり先生方の御要望に応えて、それに対応する予算が組めるよう

になると、いろいろな分野で十分使い果たせるのではないかなと思います。執行率１００％にし

なくても当然いいのですけれども、９０％ということになれば。そういうふうなことをすると、

先生方と教員と教育委員会の結びつきも、より連携強固になると思うのです。そういうことはか

つてやったのですか。こちらから押しつけではなくて、「幾らあるから、これで使いなさいよ」

ではなく、先生方が「これでお金が欲しいです」というのに基づいて対応することは。 

○教育部長  典型的なのがパワーアップ事業だと思っています。もちろん、校長が企画立案してく

るものもあるでしょうけれども、当然、学校の中で各教員と議論しながら上げてくるというのが

本来の姿です。 

○髙野委員  やはりそうですね。先生方の自主性というか、こういう教育をしたいということを生

かす。それが適切であれば認めてあげたようなシステムができるといいですね。パワーアップだ

けでなく、パワーアップ以外のこともたくさんあると思います。 

○教育長  だから、１０月の予算までに、予算編成までに、やはり各校長先生を集めて、荒川区全

体で取り組む、いつも思うのだけれども、荒教研があるではないですか。荒教研がなんか本当に

うまくマッチしているのかという。電子黒板の活用とかね。また、勉強のできない子に対するフ

ォローはどういうふうにするのかとか、そういうのを集約した何か新しい施策を考えていく必要

があるのではないか。 

 それから、どうしても家庭学習しない子に対して、どういう手当があるかとか。そういう子は

もうみんな残して、どこかの寮でも入れるという感じではないのだけれども、そういうぐらいの

気持ちでやらないと、本当にやらないのですよ。家で何をしているかというと、ほとんどビデオ

を見ているとか、テレビを見ているとか、ゲームをしているという状況が多いので、その子たち

をどう、本当に正しい生活習慣、学習習慣をつけるかという方策をつけない限り、絶対、学力向
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上は望めないですよね。そういうことを含めて、ぜひ１０月までに、今あったことをやはり施策

としてやっていかなければいけない。 

○髙野委員  今後の教育目標、私は思うのですけれども、それぞれの人が自主的な、当然責任を持

った意見でもって、こういうふうに人間を成長させることは、まず先生方にそういう機会を与え

て、そういうようなものを充実させていく。それを生徒まで還元できれば、伝わればと思うので

すけれども、自主自立的なことが大変、これは全く思想的なものではありませんけれども、すご

く感じるものですから。そういうふうに指導できればいいなと思います。 

○教育長  指導室と一緒にタイアップしながら、ぜひお願いしたいと思います。 

○青山委員  さっきの話に戻ってしまうのですけれども、ＴＡのこの執行率が低いというのは、こ

れはこの制度に対するニーズが、２３年度実績１９校ですけれども、その程度だということなの

か、それともＴＡの人材が乏しいのか、それともほかの理由があるのか、どうなのですか。 

○指導室長  やはり、なかなか集まらないといったような実態もあります。 

○青山委員  人材が乏しいのですね。 

○指導室長  はい。ただ、学校によっては、かなり多くの人数を集めている学校もありますので、

そういう周知の仕方、宣伝の仕方も学校によって差があるのかなと思っています。 

○青山委員  先生のところなんか、どんどんよこせばいいのに。 

○委員長  そうですよね。 

○青山委員  勉強にもなるし、卒論を書くのにも役に立つし。 

○委員長  そうです。とてもお世話になりました。 

○青山委員  居酒屋でアルバイトなんてさせない方がいい、そんなこと。 

○教育長  校長先生の手腕なのです、もう２月ごろから手を打つ校長と…。ぼーっとしているうち

に決まってしまうのですよ、もう。 

○髙野委員  先生、教育委員会でやっていただけませんか。 

○教育長  指導室長が今言ったように、いろいろな大学の生徒を活用できる方法を、やはり早めに

やっていかないと、のんびりしていると、もうみんな決まってしまうのですよ。 

○指導室長  ただ、ＴＡ自体の予算が、例えば１日２，０００円で、基本的には教員になりたい方

が勉強するということに対して交通費であるとか。 

○青山委員  交通費程度ですよね。 

○指導室長  はい。なので、そういった難しさもあるかと思います。 

○教育長  集まってこない。 

○青山委員  だとしたら、制度がそれでいいのかという問題も議論しないと。つまり教育現場で、

先生方は２０代の先生もいれば５０歳台の先生もいれば、いろいろなわけで、ある意味、学生が
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教育現場に、教職を視野に入れている学生が入ってくるということは、いろいろな意味でいいこ

とだから、推進すべきことは間違いないわけで、それに要するに２，０００円程度でこれにかか

っているのだったら、居酒屋にアルバイトへ行って、１万数千円、稼がなければいけないと。そ

ういう学生だっているわけですから。そういう金額的な面で面倒をもうちょっと手厚くしなけれ

ば、この制度がうまくいかないのだったら、そういうこともしていかなければならない。どっち

にしても、大した金額ではないわけですから。 

○教育長  これも予算変更……。 

○青山委員  要するに数百万円の話ですよね。 

○教育長  コストを上げてもいいから、もう少し優秀な学生を呼ぶとか。 

○青山委員  もっとほかに理由があるかもしれないし。つまりＴＡを受け入れると、結構、受け入

れた学校の方が大変だと思うのですよ、手間暇かかって。そんな暇はないと。自分でやってしま

った方が早いということだってあり得ると思うのですよ、正直なところ。だから、その辺が、こ

の単価だけを上げれば解決できるのではないかとか。要は前回の議論に戻ってしまうのです。学

校現場の絶対数としての教員のマンパワーが足りないのですよ。そういうのがこういうところに

も出てきてしまうのですよ。 

○教育長  小堀さん、今までのＴＡは、どこの大学が一番来ていますか。  

○南千住図書館長  早稲田大学でございます。あとは、近隣の松戸の聖徳大学でありますとか、あ

とは校長先生の出身校の学生さんとか、今年、新任で入ってきた先生の後輩を連れてきてとかと

いうことが多かったようでございます。 

○髙野委員  やはり校長先生に頼るのはやめまして、教育委員会主導で、もっと出せないものです

かね。 

○教育長  教育委員会でリストアップできないのですか。  

○指導室長  かなりの数になるので、どこまでできるか…。 

○委員長  早稲田大学だけでも、毎年、教職課程の履修者数は、約１，０００人います。 

○青山委員  教職で。 

○委員長  ええ。教職で１，０００人います。 

○青山委員  その人たち、実習には行っているわけですからね。 

○委員長  ええ。 

○髙野委員  それはお金をもらわないわけでしょう、学生は。 

○委員長  やはり早稲田は、新宿区に行く学生が非常に多いですね。地の利があるので。別に待遇

というか条件がいいわけではないのですが、やはり近いということで新宿に行く学生が多いです。 

○髙野委員  都電１本ですからね。 
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○委員長  ええ。ただ、荒川の学校は、非常にいい学校が多いですし、頑張っていらっしゃる校長

先生が多いですので、こういったところで学ばせていただけるのであれば、学生にとってもいい

と思うのです。 

○教育長  一度、紹介していただいて。 

○髙野委員  それは先生、誰が責任として、それをアナウンスメントすればいいのですか。もしそ

ういうことになれば。 

○教育長  副校長が探しているでしょう、ほとんど。各学校で窓口は……。 

○指導室長  実質的に動いていらっしゃるのは副校長先生かもしれません。 

○髙野委員  各学校に集まるわけですか。教育委員会でやると非常に楽ですね。仕事は増えますけ

れども。 

○教育長  教育委員会で２月ごろから、リストアップできないのですか。 

○青山委員  多分、学校現場の実態から言うと、生徒を教育するのが本旨で、父母の対応もしなけ

ればならない。そういう中でＴＡが来る。いろいろな人が現に入っていると。その中でＴＡが来

れば、やはりＴＡに対しても一つの教育的観点から、多分、手間がかからないと思うのですよ、

むしろ。それでいいことはあるのですけれども。だから、あまりこちらから、教育委員会から押

しつけても、うまくいかないのではないかと思うのですね。学校現場がＴＡを積極的に活用しよ

うという気持ちとかゆとりだとか、そういう体制をこっちでつくってあげないと。多分、ＴＡを

学校現場で受け入れをという気持ちにさえなれば、これはいると思います。なかなか実態として、

そうなっていないのではないかと思うのですよね。 

○教育長  全く受け入れていない学校もあるのですか。 

○青山委員  １９校しか受け入れていないのだから、全く受け入れていない学校もあるわけですよ。 

○指導室長  ＴＡを入れていない学校はあります。 

○髙野委員  ３分の１はやっていないですね。 

○青山委員  これは福祉の世界でも同じで、福祉の介護福祉士を養成する専門学校って、たくさん

ありますでしょう。一番困るのは実習校、実習先を、特養や何かの実習先と提携するのが一番大

変なのですよ。特別養護老人ホームの方から言うと、入居している人たちのお世話をするだけで

も大変なのに、また、専門学校の実習生の面倒まで見なければならないと。とてもそんな暇はな

いという、そういう議論が行われているわけですよね。 

○髙野委員  そのとおりです。実習するに当たって、医学部の場合、看護師とか薬剤師、介護士も

含めて実習する施設が必要なのですね。それに対して各大学、学校が、専門学校が、探すわけで

すよ。そうではなくて、こちらから手を差し伸べてしまえば、うちはオープンでこういうのが欲

しいですよということを言うと、自然に応募してくる。そうすると、そこでテストしたりして、
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いい人材を集めて、ＴＡにそれを用いるとか、そういう方法をとった方が、要するに門戸を開い

てあげた方がいいと思いますから、ぜひ。これは先駆的ではないですか、やったら。 

○委員長  そうですよね。 

○髙野委員  大変だそうですよ、専門学校、薬学部の先生方が。私はその係で、直接、会うのです

けれども、個人的なことで話が来るのです。それではいけないと思うのですよね。 

○教育部長  私どもがまとめて募集して、学校へ割り振るというわけには実際いかないという部分

があると思いますので、せめて校長会等に対して、もし人が集まらないという状況であれば、こ

ういうルートがあります、こういうチャンネルがありますということで、例えば先生が早稲田大

学を紹介するとか、そういうことであれば、できるかなと思っていますので、ちょっとこれも研

究をさせていただければと思います。 

○髙野委員  そうすれば、副校長先生の仕事の量も減るわけですよね。 

○教育長  ２６０万も余らすのはもったいないですよね。 

○委員長  ちょっともったいないですね。 

○髙野委員  ぜひ、そういうシステムを。 

○髙田委員  とりあえずは、教員にも大変刺激になっていいと思います。 

○委員長  そうですね。 

○教育長  確かに若い学生を入れると、いつも座って授業をしている先生が、立って授業をするよ

うになりますからね、はっきり言って。 

○委員長  そうですね。研究していただければと思います。 

○青山委員  これは宿題ということで。 

○委員長  はい。 

 では、ほかに何かありますでしょうか。質問、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、議案第２０号について、意見はありませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、討論を終了いたします。 

 議案第２０号について、異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議ないものと認めます。議案第２０号「平成２３年度荒川区一般会計決算（教育関

係）に対する意見の聴取について」は、異議なしと回答いたします。 

 次、議案第２１号「荒川総合スポーツセンターの指定管理者の指定についてに対する意見の聴

取について」ですが、議案を審議するに当たり、報告事項カの「平成２３年度荒川総合スポーツ
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センターの実績評価結果について」及び報告事項キの「荒川総合スポーツセンターの指定管理者

候補者の選定結果について」、先に説明を受けた上で行う方がよろしいかと思いますが、異議は

ありませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議なしということですので、そのように取り扱います。 

 それでは、報告事項カ「平成２３年度荒川総合スポーツセンターの実績評価結果ついて」、御

説明をお願いいたします。 

○社会体育課長  「平成２３年度荒川総合スポーツセンターの実績評価について」、御説明させて

いただきます。 

  荒川総合スポーツセンターについて実績評価を記した内容でございます。 

 評価結果でございますが、施設名、荒川総合スポーツセンター。指定管理者ＴＭ共同事業体、

こちらは株式会社東京アスレティッククラブと三菱電機ビルテクノサービス株式会社の共同事業

体でございます。 

 評価の内訳としまして、６段階で評価をさせていただきまして、Ａ評価が３、Ａ－が２、Ｂ＋

が１の６項目について評価をつけております。 

 評価のＡ、Ｂ、Ｃにつきましては、（２）の評価項目についてを御参照いただきたいと思って

おります。 

 評価内容でございますが、別紙の実績評価結果表を御覧いただきたいと思います。 

 別紙の実績評価表でございますが、こちらの表面につきましては、業務内容等、あと２３年度

の事業計画、２３年度の事業実績等が記載されております。 

 ２３年度は当初、東日本大震災の影響がありましたので、３月、４月と通常営業、夜間営業を

縮小ということもございましたが、トータルで見ますと、団体、事業者、個人利用者等も若干の

伸びがあると。ただ、利用料金免除者、６５歳以上若しくは障害の方などは利用料金免除してお

りますが、その方は若干減っているというような内容になってございます。おおむね通常どおり

の利用をいただけたという内容になってございます。 

 実績評価表の裏面を御覧いただきたいと思います。 

 一番上の段に施設の決算状況というのがございます。２１年度、２２年度、２３年度と横並び

で記載しております。こちらの一番下の収支でございますが、２１年度は４７万２，０００円の

黒字、２２年度は９４万８，０００円の赤字でございました。２３年度はこちらも３００万円の

赤字となってございます。 

 これにつきましては、下の備考にございますが、震災の影響によります４５日間の夜間休館の

ための収入の減少。また、一つ大きなものがございまして、平成２３年度から指定管理者に新た
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に都税としまして事業所税が賦課されてしまいました。こちらの方は７４５万円の新たな必要経

費となってしまいまして、その分の執行に対応できなかったということで、マイナス３００万円

となってございます。 

 この事業所税、荒川区の総合スポーツセンターにつきましては、利用料金制、利用料金を指定

管理者が全部徴収しておりますので、その場合には、この事業所税が賦課されると。完全に区役

所が利用料金を徴収いたしまして、指定管理者はそこから全部、区役所の支出だけをもらうとい

う施設であれば、事業所税はかからないということがございましたが、荒川区の場合は利用料金

制をとっておりますので、指定管理者が事業所税を負担しなければならないというようなところ

がございました。その結果で、３００万円のマイナスの赤字ということになってございます。た

だ、これについては協定上、あらかじめ見込まれた経費ですので、指定管理者側が負担するとい

うことになってございます。 

 評価項目でございますが、１番から６番までが評価対象項目でございます。このうち２番の区

民サービス・利用者意見というのがＡ－となってございます。こちらにつきましては、利用者ア

ンケート等につきまして、おおむね良好をいただいておりますけれども、こちらの方の実績評価

委員会の中で出た意見でございますけれども、障害者向けのスポーツサービス等が、先般、ス

ポーツ基本法などでもうたわれておりますが、そちらの方の期待がまだできるのではないかとい

うような期待を込めてＡ－と。まだ、これでは完全ではないというような意味合いで、Ａ－とい

う評価を受けてございます。 

 また、４番の収支状況・縮減努力でＢ＋となってございます。こちらにつきましては、一番下

に総合評価という欄がございますけれども、財務面では適切な会計手続がなされているという視

点において、一部の経費について適切に整理されていない項目があったというところがございま

した。 

 こちらは具体的にどんなことかと申しますと、新たな事業を行うときに、新規事業の講師を含

めた事業費を人件費という形で計上してきたと。会計の先生からは、純然たる事務経費ではなく

て、これは外部に委託した分であれば、そちらは事業費として見なしなさいというような項目の

整理の意見の相違がございました。このような観点で会計の方から適切な分類に次年度以降する

ようにと指導を受けたものでございます。そのため２３年度についてはＢ＋という評価を受けて

ございます。 

 また、最後の労務面でございますが、こちらについては点検の際に、一部の書類等が若干ふぞ

ろいだった点がありまして、こちらについてもその後修正して、適正になりました。そして、Ａ

－という評価でございます。 

 それでは、また１枚目に戻っていただきまして、実績評価につきまして、こちらにつきまして
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は実績評価委員会を開かせていただきまして、評価していただきました。実績評価委員会につき

ましては、委員長を教育長、副委員長を教育部長、以下、外部委員を３名、財務専門家と――こ

ちら中小企業診断士の先生でございます。学識経験者の先生を１名、そして地域代表者を１名。

地域代表者は荒川区体育協会会長をお願いしてございます。合計８名の方に評価していただきま

した。 

 裏面に参ります。裏面でございますが、結果の公表でございます。評価につきましては、委員

会に報告した上で、区のホームページにより公表するものでございます。こちらにつきましては、

同じく指定管理者の施設として実績評価を受けております。他の公共施設全体で４９施設ござい

ますが、一括して評価の公表となる予定でございます。 

 また、参考でございますが、参考としまして昨年度と若干の評価の視点を変えたというところ

になってございます。 

 今後の予定ですが、９月に結果の公表を予定しております。 

 実績評価の結果については以上でございます。 

○委員長  では、ただいまの説明について、質問などございますでしょうか。 

○髙田委員  これは事業所税というのが入ってしまって、業者が全部請け負ったのですか。 

○社会体育課長  はい。 

○髙田委員  来年は予算が１，０００万ぐらい増えているけれども、これは事業所税分を区で出す

ということですか。 

○社会体育課長  はい。全く出すというわけではなくて、ほかのトータルの光熱費、今年度、だい

ぶ電気料金も値上げ等が見込まれておりますので、トータルの意味でなっております。事業所税

を区の指定管理料から増やすという意味合いではございません。 

○髙田委員  そうですか。 

○社会体育課長  はい。 

○髙田委員  やっても、どんどん赤字が出てしまうのでは、指定管理者は受けてくれない。 

○社会体育課長  業者の方としましても、当初は事業所税分を区の方で負担してほしいとなってお

りましたが、今年度で６年目になりますが、当初から事業所税については据え置きという形で、

２３年度から賦課されるということが前々からわかっていたものでございます。ですから、その

準備が間に合わなかったというところになってございます。事業者自体も経営努力により、この

分はカバーしたいということですので、今のところは、今年度については頑張ってできるのでは

ないかという見込みでやっております。 

○委員長  では、この事業所税は、今後、ずっと毎年かかっていくということですか。 

○社会体育課長  はい。 
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○委員長  そうですか。 

○社会体育課長  どうしてもスポーツセンターの床面積が大きいですので。床面積の比率からとて

も金額が大きくなってしまいまして。 

○委員長  高いですね。 

○社会体育課長  ６００万ぐらいが床面積の事業所比率になって、大きな工場と同じようにとられ

てしまうのです。 

○委員長  そうですか。 

○社会体育課長  はい。 

○教育長  でも自主運営するより指定管理者の方が経費削減になるのでしょう。 

○社会体育課長  区としてはそうですね。指定管理者の方が、やはりそういう意味で教室運営です

とか、なるべく人気教室に変えようという自助努力をかなりやっておりますので、そういう意味

では自主事業の収入については毎年伸びているところでございます。 

○委員長  では、ほかによろしいでしょうか。質問はよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、続きまして、報告事項キ「荒川総合スポーツセンターの指定管理者候補者の選定

結果について」、御説明をお願いいたします。 

○社会体育課長  「総合スポーツセンターの指定管理者候補者の選定結果について」、御説明させ

ていただきます。 

  ２４年度末をもちまして、指定管理期間の満了を迎えます荒川総合スポーツセンターの２５年

度からの指定管理者候補者について公募を行いました結果、選定いたしましたので、その結果を

御報告するものでございます。 

  選定結果でございます。荒川総合スポーツセンターにつきましては、候補者は事業者名、ＴＭ

共同事業体、こちらは現在の指定管理者でございます。代表者、東京アスレティッククラブでご

ざいます。 

 指定管理期間としましては、平成２５年度４月から３年間ということでございます。 

 選定の概要でございますが、経緯といたしまして、６月１１日に第１回の選定委員会を開催い

たしまして、募集の要項等を定めさせていただきました。６月１２日から募集を行いまして、

６月２９日以降、第２回、第３回、第４回、第５回と選定委員会を重ねまして、最終的な選定委

員会では、応募者からヒアリングも行いまして選定をやっていただいたところでございます。 

 応募者につきましては、応募団体数が４団体ございました。 

 候補者の選定でございますが、項目ごとに評価をいたしまして、評価の点数の一番高かったと

ころを選ばせていただきました。 
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 選定の主な理由を３点挙げてございますが、運営の体制では、職員を手厚く配置いたしまして、

有資格者の正規・非常勤職員を多くするとともに、研修を充実させるなど、安全管理に配慮して

いる点でございます。 

 ２番目としましては、施設の改修や地域との連携事業など具体的な計画を有しておりまして、

区のスポーツ施策に合った運営が期待できるということでございます。 

 ３番目といたしましては、財務状況が良好であり、指定管理者としての運営に問題がないとい

うことでございます。 

 選定委員会の構成でございますが、委員長を教育長、副委員長を教育部長としまして、こちら

も外部委員、財務専門家、学識経験者、地域代表者を含めまして、計８名の選定委員によりまし

て評価をいただいたところでございます。 

 裏面に参りまして、今後の予定でございます。このあと８月３１日の文教・子育て委員会で報

告いたしまして、９月の第３回定例会に上程いたします。そして、２５年４月１日より協定を締

結して、運用を開始するというところでございます。 

 別紙が選定審査評価表でございます。ちょっと細かくて恐縮でございますが、Ａ評価、Ｂ評価、

Ｃ評価、Ｄ評価と４段階の評価をしていただいてございます。４段階の評価をいただいた上、な

おかつ加重をつけさせていただいた項目が７点ございます。合計の点数で、このＴＭ共同事業体

が７７０点というところで、一番の点数を、評価を受けたところでございます。 

 なお、Ｄ評価、不可というのが１項目でもつけば失格でございますが、不可がついたところは

ございませんでした。 

 この評価をもちまして、内容をさらに、点数を踏まえ、審議した上で、候補者と選定していた

だいたところでございます。 

 報告は以上でございます。 

○委員長  ただいまの説明について、質問などございますでしょうか。 

○髙田委員  これは、ＴＭ共同事業体は、三菱電機ビルテクノサービスというのは、ここに名前は

入らないのですか。 

○社会体育課長  Ｍが三菱という意味です。 

○髙田委員  でしょう。 

○社会体育課長  はい。 

○髙田委員  いつもこちら側に入っているのに。 

○社会体育課長  代表企業だけをいつも入れております。 

○髙田委員  代表企業だけ。 

○教育総務課長  議案の方には入ってございます。 
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○髙田委員  議案には入っている。 

○教育総務課長  はい。 

○委員長  これを見せていただきますと、かなりの点数の差がついているということですよね。 

○社会体育課長  はい。 

○青山委員  そうですね。 

○委員長  はい。 

○青山委員  入試のときのどこで線を引くかというところですね。明快な……。 

○委員長  そうですね。明快です。 

○教育長  全部、実際、現地へ行って見せていただきました。 

○委員長  現地というのは。 

○教育長  今回応募した会社を全部。 

○委員長  行くのですか。 

○教育長  マイクロバスで全部行きます。 

○委員長  そうですか。 

○教育長  少し説明を受けて。 

○社会体育課長  現地を視察させていただいて。ちなみに、ここに書いてあります１番、第２位の

団体につきましては、残念ながら指定管理施設は広島県で行っているということですので、通常

のスポーツクラブ、自社のスポーツクラブを見せていただきました。いわゆる本当のフィットネ

スのスポーツクラブ、プールもついてございまして規模は大きなものでございました。団体の

２番目というのが、やはり区立の施設を、指定管理を受けている荒川総合スポーツセンターと同

じような規模のところを見て参りました。第３番目の団体も２３区内で、やはり同様の規模の、

若干、荒川よりも古い建物でございましたが、そこを受けているところでございました。 

 一応、３カ所、見させていただきまして、私の方の感想でございますが、やはりフィットネス

クラブだけの、指定管理を受けていないところにつきましては、かなり民間中心のノウハウはあ

るのですが、先ほど理由にございました、職員の配置数におきましては正規職員が非常に少ない

と。ほとんどが契約社員、アルバイト社員で、正規社員が本当に１人いるかいないかというよう

なところになってございました。 

 全体的なサービス内容等につきましては、かなり高レベルなものを提供できるというようにう

たってございますので、点数的にはいい点をとっていらっしゃるのですけれども、そういう面に

おいて、管理的な要素について、若干、差がついたのかなと思いました。 

 ２番、３番の業者につきましても、同じく特別区内、２３区内で区立の業者が指定管理を受け

ておりますので、実績はあるのですが、やはり地域性という面におきまして、荒川区にそのまま
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持ってこられるのかどうかという提案書自体が、荒川区に最適というところで、若干の差が現在

のものとはついてございました。 

○青山委員  この採点表で団体①が、事故予防についてはＴＭよりも点数が高くなっていますけれ

ども、これは何か具体的に思い当たる点がありますか。 

○社会体育課長  はい。こちらの事故予防でございますが、こちらの会社の、これはあくまでも提

案書でございますが、提案書では、かなりのレベルで事故対策委員会というものを開くというよ

うな形をとっております。事故対策委員会、まず現場の事故責任者が集まる、又は月ごとに定例

でも集まる、そして、本社の方にもかけるというような綿密な段階を踏んでございます。ただ、

私どもの考え方からしますと、話し合うにしても、通常の人数が少ないという面があります。あ

と、正規職員がその現場では実際には少ないという面がございますので、会議の回数としては、

かなりレベルを積み重ねている点は評価に値するというところで、点数では入っています。 

○青山委員  なるほど。ところが、警備、安全、管理体制と利用者の安全確保では、ＴＭの方がず

っと高いと。 

○社会体育課長  はい。 

○青山委員  これは、そういう職員配置をしていると。 

○社会体育課長  人数を配置しております。 

○青山委員  そういうことなのですね。 

○社会体育課長  はい。 

○青山委員  わかりました。 

○教育部長  本当に、今、うちでお願いしているＴＭさんとそれ以外では、３倍以上の常勤職員の

差があります。殊に今の①番のスポーツクラブさんの団体なのですけれども、そこが一番、たし

か常勤が少なかった。 

○社会体育課長  そうです。 

○教育部長  ２人とか３人だった。 

○社会体育課長  そうなのです。 

○教育部長  私どもの総合スポーツセンターのように、誰もが入れる施設と、スポーツクラブのよ

うに、ちゃんと会員登録をした人しか入れない施設では、当然、安全管理の運営も違ってくるの

ではないかなというところがあります。その辺のところがなかなかどこまで理解されているのか

というところが、少し不安になったのかなと。ほかの二つの団体についても、それぞれよその区

の体育施設の指定管理を受けていますが、残念ながら１カ所は、つい最近、結構大きな事故を起

こしてしまっていたりしているところがあったり、あるいは、もう一つのところも、やはり体制

が、私どもの今お願いしているところの半分以下の常勤数で、あと、アルバイトさんとか非常勤
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さんとか。インストラクター等は当然いるのですけれども、そういう意味でやはり差がついてし

まったのかなと思っています。 

○青山委員  わかりました。 

○委員長  荒川の場合は、管理施設を実際に現地視察するなど、非常に厳正な選定が行われている

のですね。その点はすばらしいですね。 

○教育部長  今の施設もスポーツセンターに独自に、指定管理者の方の発意で、自分たちがホール

の奥の方にスタジオをつくってですね――スタジオというのは、エアロビクスの、そういうもの

をつくって会員を獲得していたりして、かなり努力をされて成果も一定、上がってきているとこ

ろですので、もう少し様子を見たいと思っています。 

○委員長  そうですね。わかりました。 

 それでは、議案の審議に入りたいと思います。 

  議案第２１号につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

○社会体育課長  議案第２１号「荒川総合スポーツセンターの指定管理者の指定についてに対する

意見の聴取について」。 

  提案理由でございます。平成２４年荒川区議会第３回定例会に議案を提出するため、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、区長が教育委員会の意見を聴取する

ものでございます。 

 内容につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によりまして、荒川総合スポー

ツセンターの管理を、次のとおり、指定管理者に行わせることとするものでございます。 

 施設の名称が、荒川総合スポーツセンター。指定管理者の名称が、中野区中野、ＴＭ共同事業

体、代表者、株式会社東京アレスティッククラブ、三菱電機ビルテクノサービス株式会社。 

 指定の期間でございますが、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日まででございます。 

  参照条文として、地方自治法、公の施設の設置、管理及廃止、第２４４条の２を記載させてご

ざいます。 

  説明は以上でございます。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質疑ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  ないようであれば、質疑を終了いたします。 

 議案第２１号について意見はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  討論を終了いたします。 

 議案第２１号について異議はありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議ないものと認めます。 

 議案第２１号「荒川総合スポーツセンターの指定管理者の指定についてに対する意見の聴取に

ついて」は異議なしと回答いたします。 

  それでは、続きまして、議案第２２号「財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う理科室等

特別教室備品等）についてに対する意見の聴取について」を議題といたします。事務局より議案

の説明をお願いいたします。 

○教育総務課長  議案第２２号「財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う理科室等特別教室備

品等）についてに対する意見の聴取について」でございます。 

  提案理由でございます。平成２４年荒川区議会第３回定例会に議案を提出するため、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、区長より教育委員会に意見聴取があ

ったものでございます。 

  内容でございます。取得の目的でございますが、平成２５年４月使用開始予定の尾久八幡中学

校新校舎の理科室等特別教室に必要な備品を購入するものでございます。 

  財産の種類につきましては、理科用机ほかということで、財産の詳細につきましては、理科用

机、家庭科調理用机、各種戸棚、各種ロッカー、各種椅子等、全３５品目でございます。 

  取得金額でございますが、３，５８８万２，７００円。 

  ５の取得の方法でございますが、地方自治法施行令第１６７条の４から第１６７条の１０の

２までの規定に基づく制限付き一般競争入札における最低価格提示者との契約でございます。 

  ６、契約の相手方でございますが、東京都荒川区西尾久１丁目２９番１１号、株式会社科学教

材、代表取締役、茂木光夫でございます。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質疑はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、ないようであれば、質疑を終了いたします。 

  議案第２２号について意見はありますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  討論を終了いたします。 

  議案第２２号について異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議ないものと認めます。 

 議案第２２号「財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う理科室等特別教室備品等）につい
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てに対する意見の聴取について」は異議なしと回答いたします。 

  続きまして、議案第２３号「財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う給食室備品）につい

てに対する意見の聴取について」を議題といたします。事務局より議案の説明をお願いいたしま

す。 

○教育総務課長  議案第２３号「財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う給食室備品）につい

てに対する意見の聴取について」、御説明申し上げます。 

  提案理由でございます。平成２４年荒川区議会第３回定例会に議案を提出するため、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、区長より教育委員会に意見聴取があ

ったものでございます。 

  内容でございますが、取得の目的でございます。平成２５年４月使用開始予定の尾久八幡中学

校新校舎の給食室に必要な備品を購入するものでございます。 

 財産の種類でございますが、炊飯器ほか。 

 財産の詳細といたしまして、炊飯器、焼もの機、食器洗浄機等全２６品目でございます。 

 ４の取得金額でございますが、２，８９８万円。 

 ５の取得の方法でございます。地方自治法施行令第１６７条の４から第１６７条の１０の２ま

での規定に基づく制限付き一般競争入札における最低価格提示者との契約でございます。 

 ６の取得の相手方でございますが、東京都荒川区西日暮里２丁目４１番２号、株式会社ニット

技研、代表取締役社長、岩鬼論。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質疑はございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、質疑を終了いたします。 

  議案第２３号について意見はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  討論を終了いたします。 

 議案第２３号について異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  異議ないものと認めます。 

 議案第２３号「財産の取得（尾久八幡中学校初度調弁に伴う給食室備品）についてに対する意

見の聴取について」は異議なしと回答いたします。 

 続いて、報告事項に移ります。 

 初めに、「学校施設等の非構造部材の耐震化について」、御説明をお願いいたします。 
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○教育施設課長  「学校施設等の非構造部材の耐震化について」、御報告いたします。 

  骨子でございます。避難所となる学校施設等の天井材、照明、ガラス等の非構造部材の耐震化

に資するため調査点検を実施するというものでございます。 

  内容です。東日本大震災時における学校体育館等は、職員が目視点検を行いまして、修繕等が

必要な箇所の工事を実施したところでございますけれども、避難所としての機能をより確実なも

のにするために、非構造部材の調査点検を実施するものでございます。 

 １の調査対象です。小学校体育館が２４施設、中学校が１０施設、生涯学習センターで合計

３５施設になります。 

 それと、荒川総合スポーツセンターの大体育室と小体育室、それと、あらかわ遊園スポーツハ

ウスアリーナ、これらにつきましては学校施設と規模が異なっておりますので、現在、調査費用

について見積もりを依頼中という状況でございます。 

 調査費用は、大体、１カ所当たり２０万程度と見込んでございまして、合計で７３０万程度を

見込んでございます。 

 実施時期でございますけれども、学校等と調整いたしまして、本年度中ということですけれど

も、秋口には実施して参りたいと考えているところでございます。 

 ４の耐震補強工事でございますけれども、今回の調査結果を踏まえまして、必要な箇所につき

ましては、耐震補強工事を実施していくということを考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質問などございますでしょうか。 

○髙田委員  調査の費用が７３０万で、必要ならば、また別の予算が出ると。 

○教育施設課長  はい。耐震補強が必要であれば、別枠で費用が必要になります。 

○髙田委員  そうですか。わかりました。 

○教育長  荒川区は全部、耐震補強、終わっているのでしょう。 

○教育部長  軀体そのものの耐震化は早くから終わっていますけれども、今回のものはそれ以外の

部分です。 

○青山委員  大体、こういうものが落ちてくるのですよね。 

○教育部長  こういう天井材とか、そういったものが。 

○教育長  そうですね。千葉では、プールの天井が落ちていますよ。 

○髙野委員  そうですね。すごいですね。プールもですか。 

○髙野委員  この避難所の指定というのは誰がするものですか。これは区長ですか、それとも、例

えば学校。 

○青山委員  区長です。 
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○髙野委員  区長が。 

○青山委員  これは全部、区市長です。 

○髙野委員  全部、区長が。 

○青山委員  避難指示も避難勧告も全部区市長でしょう。 

○髙野委員  そうですか。 

○青山委員  だから、本来、もっと先にやっていなければいけない。 

○髙野委員  そうですね。 

○青山委員  今度はもう本格的に調査するということですね。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、続きまして、「平成２４年度標準学力調査実施結果について」、御説明をお願い

いたします。 

○指導室長  「平成２４年度標準学力調査実施結果について」、御報告申し上げます。 

  骨子でございます。平成２４年度「標準学力調査」の実施結果等について報告いたします。 

  内容、１、実施の経過につきまして、例年実施しています児童・生徒の学習における活用力の

到達度を測る「荒川区学力向上のための調査」を補うものとして、基礎的・基本的な学習の到達

度を測る「標準学力調査」（市販版）を実施いたしました。 

 ２、実施について。 

 （１）対象・実施日・実施教科でございますが、対象につきましては、小学校は２年生から

６年生、中学校全学年でございます。小学校１年生につきましては、これは内容が前年度の復習

という内容になりますので、１年生については問題自体がないということで実施をしておりませ

ん。 

 実施日は、平成２４年６月１８日から２５日までの期間で、各学校の設定した日で行いました。 

 実施教科につきましては、小学校は国語、算数、中学校は国語、数学でございます。 

 実施方法につきまして、小学校２年生から６年生については各教科４０分間、中学校全学年に

つきましては各教科４５分間で実施をいたしました。 

 ３、実施結果の概要でございます。各学年で目指す「目標値」を教科ごとに設定し、これを達

成した児童・生徒の割合を「達成率」として示しました。それが下の表でございます。 

 例えば小学校２年生の国語のところで一番上の８６．２というのは、区の達成率でございます。

次の全国の達成率というのが、８２．１％ということで、３番目の全国比ということですが、差

ということでございます。達成率の差で、「▲」がついているところは下回っているもの、それ

以外については上回っているものというようなことで、この中で見ますと、小学校で言えば６年
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生が国語、算数、若干、全国の達成率を下回っている。中学校につきましては、中学校２年生の

国語、中学校３年生の国語、数学が、７％から１０％近く達成率としては全国のものを下回って

いるという結果が出ました。 

 今後の予定といたしましては、調査結果の詳細な分析や検討を続け、課題のある学校には指導

主事等による継続的な指導及び支援を実施して参ります。 

 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質問などございますでしょうか。 

○教育長  中学校の原因分析はできますか。どうして中学校３年になると、下がってくるのか。 

○指導室長  ３年生については、昨年の都の学力調査でも確かに厳しい数値が出ておりましたので、

学年としてやはり課題が継続して、２年生から３年生にかけても同じような形であらわれている

のかなと捉えております。 

  ２年生の国語については、領域別に見ると、書くことに関する問題の点数が若干低い傾向があ

りまして、そこがこの数値に出ているといったような分析をしているところでございますが、各

校ごとには自校の状況を踏まえて指導に生かすといったようなことをやっていくことになります

が、全体といたしましては、またいろいろな観点から検討、分析をして参りたいと思っておりま

す。 

○教育部長  これは従来、区の学力調査は活用に特化していました。学校として指導に生かすとい

う面では、やはり基本についてもきちんと調査したいという思いが学校にもあって、各校で独自

で行っていたものを、今回は私の方で一緒にやってくださいということで、同じ学力標準調査を

全校で実施したものです。だから、これは全国との、この学力調査を受けたほかの国内のという

ことになりますけれども、その比較もできるということになりました。 

 今後、こうしたことをやっていくと、区の学力調査そのものが本当に活用だけでいいのかどう

なのか、原点に立ち返って、それらも含めて検討していく必要があると思っています。 

 時期につきましても、これは夏休み前に、この成績を子供に返したいという学校側の強い要望

があって、今回、６月という時期で実施をいたしました。夏休み中に、そこの弱い点等を学校の

方から子供たちに指導していきたいのだということだったのですが、これでいきますと、１年生

が漏れてしまうということがあります。それから、今の時期の学力調査ですと、前の年度の学力

を検証するということになってきますので、当該年度の学力を調査するのは、従来のような年明

け早々の時期ぐらいでやっていかなければいけないということがあって、その時期をどうするの

かとか、今後、学校側とも十分協議をして詰めていく必要があると思っています。 

○青山委員  この達成率のもとになる目標値というのは、全国で同じ水準ですね。 

○教育部長  そうです。業者の方で設定をしております。 
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○青山委員  そうなのですね。 

○教育長  全国の目標値は、今わかりますか。 

○指導室長  はい。それぞれに設定されております。 

○教育長  その目標値がわからないと、これ、１００点満点でどのくらいになっているのですか。 

○指導室長  大体、中学が６０点台の目標値となっています。 

○教育長  ６０点台。 

○指導室長  小学校はやはり低学年が高くなっておりますので、７０点から８０点の間ぐらいの目

標値が、それぞれの教科で設定されております。 

○青山委員  これ、示されている中学校の区達成率、全国達成率、第３学年、国語、６０．５％と

いうのは、要するに、その全国水準の目標値に達していた子が全生徒の割合の中で６０．５％。 

○指導室長  そうです。 

○青山委員  全国では７０．３％の子が達成しているのに、荒川は６割しかいないと。そういうふ

うに読めばいいわけですね。 

○指導室長  そうです。 

○教育長  これは今言った目標値も書く必要がありますね。 

○教育部長  ただ、目標値は点数なのですよね。達成率は割合で、同じように並べてしまうという

のが非常に誤解を生みやすいのかなと。例えば、２学年の国語のところの目標値が５０点だとす

ると、もうかなり達成率が高いですよね。その逆ももしかしたらあり得る話で、３学年の国語の

目標値が仮に８０点だとしたら、では全部、下がってしまって、この達成率の数字と目標値の数

字を混同されるのかなと思って、今回は表から実は外したのですけれども。 

○青山委員  これは小学校で言うと、１学年から６学年を通じて荒川区は全国の目標を達成してい

る、この率。全国に比べて遜色はないと。６年生でちょっとあれだけれども、これはもちろん、

多分、誤差の範囲内でしょうから、これは遜色ないと。結局、中学１年もいいと。中学２年、

３年に行くに従って、ちょっと明らかな差が出てきている。というのは、これは高校進学のため

に、中学の２年生から３年生にかけて全国的に拍車がかかる時期に、荒川区はもしかしたら拍車

がかかっていないと。 

○教育長  それは、のんびりしているという。 

○青山委員  学校の問題だけではなくて、みんなが塾に行き始める、いろいろそういう受験勉強を

始める、高校受験の勉強を始める時期に、荒川はそこに拍車がかかっていないと、そういうこと

なのですかね。そうも言えない。 

○教育部長  単年度の輪切りで見ると、これを見ると、「何だ。中学へ行って、学年が進むにつれ

て成績が悪くなっているではないか」と見られてしまうのは実際だと思います。ただ、もう少し
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継続的に見てみないと、先ほど室長もお話がありましたけれども……。 

○青山委員  この程度の差では、そんなにそうとは読み切れない。 

○教育部長  いや。やはり学年ごとの、表現はよくないかもしれないのですけれども、でき、ふで

きの割合があって、今のこれで言う中学の３学年というのは、昨年度の都の標準学力調査でも残

念ながら結果がよくなかった。こういうのがそのまま進行していっているだけかもしれないので、

もう１年、２年、継続的にこの、そのものの動きを見てみないと、一概に言えないかもしれませ

ん。 

○青山委員  あまり即断しない方がいいわけですね。 

○教育部長  そうですね。そういう意味からも、要するにこういうものをこれまで資料として得ら

れていなかったので、今回、それが得られたということで御理解をいただけると。 

○青山委員  もう一、二回、見てみないと、こういうことは言えないと。 

○教育部長  そうですね。 

○教育長  でも、今言われたことは事実だと思いますよ。全国のレベルから考えたときに低いとい

うことは、やはり勉強量が少ないということなのですよ、はっきり言ったら。少ないから、この

達成率が低い。これはもう事実です。 

○青山委員  もっと勉強させましょう。 

○委員長  そうですね。この各学年で目指す目標値というのは、これは全国一律ですよね。 

○指導室長  そうです。業者の方で設定をしております。 

○委員長  業者の方で設定していて、全国一律ということですよね。 

○指導室長  はい。 

○委員長  中学校１年生は、結局、小学校の影響ですか。結局、中学校に入ってからが、ちょっと

問題であるということが……。 

○青山委員  確かに義務教育だから、偏差値でとるよりも、あらかじめ決められた目標値を達成し

ている子がどのぐらいいるかというのは、確かに義務教育としては非常に重要な割合、指標です

よね。 

○委員長  そうですね。 

○青山委員  そういう観点が必要だと思いますけれども。 

○委員長  そうですね。 

○髙田委員  落ちこぼれの子がいるから、白紙で出してしまうから平均点が下がるという問題では

ないわけですね、達成率だから。 

○青山委員  そういうことですよね。 

○髙田委員  できているかどうかの達成率。 
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○青山委員  義務教育の目標としては、みんなが到達するというのが目標ですからね。 

○髙野委員  そのとおりですね。 

○青山委員  小林先生のところは、英才教育というのはないのですか。 

○委員長  義務教育は、全体の底上げが大切ですね。 

○青山委員  高等教育は、できる子を対象としていていいわけですけれども。 

○委員長  そうですね。文部科学省の国立教育政策研究所の方から、全国学力学習状況調査の調査

結果の活用による指導改善に向けて、説明会の開催についてという通知が来ていて、多分、荒川

の方も来るのではないかと思います。 

○指導室長  はい。全国の４月に実施したものの結果が、ここで出てきているところなのですが、

全国で抽出されたものは全国の方で採点をして、それ以外は区で予算をつけて別の業者に採点を

してもらっています。その別の業者に採点してもらった方がまだ結果として出ていないものです

から、この後、出たところで、また報告をさせていただければと思いますし、説明会などにも私

どもも伺って、内容を把握して参りたいと思います。 

○委員長  そうですね。 

○指導室長  はい。 

○委員長  ９月２６日、２７日にあるようです。そこで、いろいろノウハウを教えていただければ

と思います。 

○教育長  今の連絡は、指導室に入っていますか。 

○指導室長  入っています。 

○委員長  あと、全国学力学習状況調査、４年間の調査結果及び平成２４年度調査結果から、今後

の取り組みが期待される内容等について、やるということのようです。 

○青山委員  いいですね。 

○委員長  いいですね。 

○教育長  そういうのは、一回、こちらで調べていなければだめですね。 

○委員長  では、続きまして、「公立学校教職員の処分について（報告）」ですが、人事に関する

事件でございますので、会議規則第１２条の規定により、秘密会として、委員会の最後に事務局

退席の上、報告していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  それでは、本件は、本日の委員会の最後に、秘密会として報告していただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 続いて、「平成２３年度生涯学習施設の実績評価結果について」、御説明をお願いいたします。 

○社会教育課長  件名でございますが、「平成２３年度生涯学習施設の実績評価結果について」で
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ございます。 

 骨子でございますが、生涯学習施設３施設について平成２３年度の実績評価を行ったので、報

告するものでございます。 

 内容でございます。評価結果一覧を御覧いただきたいと思いますが、施設は３施設でございま

す。 

 一つ目の施設、町屋文化センター、指定管理者は財団法人荒川区地域振興公社でございます。

ただ、当財団でございますが、平成２４年４月１日から名称が変わりまして、公益財団法人荒川

区芸術文化振興財団になってございます。ただ、評価対象の２３年度は財団法人荒川区地域振興

公社でございます。評価の内訳でございますが、Ａ評価が５個、Ａ－評価が１でございます。 

 二つ目の施設でございますが、生涯学習センターでございます。指定管理者が株式会社読売・

日本テレビ文化センターでございます。Ａ評価が５、Ｂ＋が１でございます。 

 三つ目の施設でございますが、清里高原ロッジ、清里高原少年自然の家でございます。指定管

理者は株式会社ニッコクトラストでございます。評価の内訳でございますが、Ａ評価が５、Ａ－

評価が１となってございます。 

 評価項目につきましては、評価項目ごとにＡ、Ａ－、Ｂ＋、Ｂ、Ｂ－、Ｃの６段階の評価で行

ったところでございます。 

 サービス面、収支状況・縮減努力については、記載のとおりでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、平成２３年度指定管理者実績評価結果表を御覧いただきたいと

思います。 

 施設概要でございますが、荒川区立町屋文化センターでございます。指定管理者の名称、法人、

施設開設日等が記載されているところでございます。 

 真ん中の段でございますが、平成２３年、対象になります２３年度の事業計画を記載させてい

ただいてございます。 

 最後でございますが、下段のところに２３年度の事業実績でございます。 

 おめくりいただきますと、町屋文化センターにおきます施設決算状況が２１年度から２３年度

まで、２４年度につきましては予算額を載せているところでございます。 

 施設決算全体でございますが、平成２３年度は震災の影響によりまして、夜間利用中止等のた

め、収入減となったものでございます。 

 支出は、縮減努力によりまして予算内で抑えているところでございまして、平成２１年度の収

支は１７３万１，２７１円の黒字、平成２２年度は減りましたが、７３万３，２０３円の黒字、

平成２３年度も同じく１４９万７，８５７円の黒字ということでございます。 

 評価項目でございますが、二つ目の区民サービス及び利用者意見のところがＡ－になってござ
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います。これにつきましては、区民アンケートの結果の中で、施設利用につきまして、「利用し

やすい」又は「やや利用しやすい」が約４４％、約４９％が「普通」という回答がございました

ので、ぜひ「利用しやすい」、「やや利用しやすい」を目標に頑張っていただきたいということ

で、Ａ－評価とさせていただいておるところでございます。 

 総評につきましては、サービス面の評価につきまして、施設利用及び職員対応についてアン

ケートを実施し、調査・分析を行っている。また、無料で気軽にミニコンサートを楽しめる「な

ないろひろば」、文化活動に親しむきっかけづくりとして「１日文化体験フェア」を実施し、初

めての試みである「１日文化体験フェア」では、講演会や体験講座等を行い、延べ１，３００人

の参加者があったというところでございます。 

 財務・労務面での評価につきましては、記載のとおりでございます。 

 総合評価でございますが、サービス面、財務・労務面ともに良好であり、指定管理業務は適正

であったと評価できるということでございます。 

 １枚、またおめくりいただきまして、次に、荒川区立生涯学習センターの平成２３年度指定管

理者実績評価結果表でございます。 

 指定管理者の名称、施設開設等を記載させていただいてございます。 

 中段は先ほどと同様でございまして、２３年度の事業計画になってございます。 

 下段が２３年度の事業実績でございます。 

 おめくりいただきますと、生涯学習センターの施設決算状況でございます。平成２１年度から

２３年度、それから２４年度予算ということになってございます。 

 ２１年度については、１６万６，３５７円の黒字、平成２２年度につきましては１９７万

７５７円の黒字、平成２３年度につきましては４５万９０円の赤字でございます。 

 ２３年度につきましては、震災の影響によりまして夜間利用中止等のため、収入減となりまし

た。また、人員体制の見直しによりまして、所長の勤務がフルタイムに戻ったため、人件費のう

ち常勤の給与が増加したものでございます。 

 評価項目につきましては、２番の区民サービス・利用者意見のＢ＋を除きますと、すべてＡ評

価ということになってございます。 

 このＢ評価の中身でございますが、同じように区民利用アンケートの中で、受付の対応につい

ては、ほぼ前年度と同様の回答でございましたが、電話の対応について「悪い」という回答はあ

りませんでしたが、「良い」、「非常に良い」という回答が前年度より約１２％減少し、全体の

３１％になり、また、４１％が「普通」だという回答でございましたので、その部分につきまし

て非常に厳しい見方ではございますが、下がったということがありますので、Ｂ＋ということで、

より一層の努力をしていただきたいということで、Ｂ＋の評価をつけさせていただきました。 
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 なお、相手先の指定管理者とは毎月定例会等で打ち合わせをしておりまして、その中で、ここ、

開館時間が夜１０時まででございますので、夜間についてはシルバー人材センターとか、再委託

をしている部分がございます。そういう職員も含めて全体の職員の中で検証していただいて、評

価が上がるように、電話での対応等が十分上がるように努力をしていただきたいということで、

既に年度、２４年度に入っておりますけれども、研修等を実施しているところでございます。 

 総評でございますが、サービス面の評価、区民カレッジの受講者はすべての講座において定員

を超える申込みがありまして、「区民の学習意欲を刺激し、豊かな人生の実現に貢献する」とい

う事業計画を実現している。 

 「トラブルゼロ」を目指し、随時ミーティングを行い、事例検証、情報共有を行っていくこと

で、日頃から職員全体で接遇の向上に努めている。 

 ただ、アンケート結果においては、受付、電話対応に関する設問の回答について「悪い」とい

う回答が０％になっているが、今後は更に「良い」の評価を得てほしいということで努力を求め

るところでございます。 

 財務・労務面については記載のとおりでございます。 

 総評評価といたしましては、施設管理、財務・労務面は良好であった。一方で接遇面は、アン

ケート等から課題があると考えられるが、研修等を行うことにより改善の見込みがあり、全体と

して指定管理業務は確実に行われていたと評価するところでございます。 

 また、１枚、おめくりいただきまして、最後になりますが、清里高原ロッジ、清里高原少年自

然の家の実績評価結果表でございます。 

 指定管理者は、ニッコクトラストでございます。 

 施設開設、指定管理者による運営開始等を記載させていただいてございます。 

 真ん中の段が２３年度の事業計画、下段が２３年度の実績という形になってございます。 

 おめくりいただきまして、施設状況の決算でございますが、２１年度は４７６万、９，

４６３円の黒字、２２年度につきましては３４５万４４０円の黒字、２３年度につきましては

９６万７，１８８円の黒字でございます。 

 ２３年度につきましては、東日本大震災の影響によりまして、利用者の減や厳冬期の影響によ

りまして重油使用量の増加など、非常に厳しい状況の中、利用者サービス充実や節電などの効率

的な施設運営に努めたというところでございます。 

 評価項目、６項目でございますが、そのうち区民サービス利用者意見についてＡ－をつけさせ

ていただいております。残りについては、すべてＡ評価でございます。 

 このＡ－の部分でございますが、利用者の方にリピーターになっていただけるよう、心を込め

たサービスの提供を行っている。食事についてもセルフサービスが基本でございますが、身体の
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不自由な方については、可能な限り下げ膳を代行するなどという形で、非常に評価は高くなって

ございます。 

 また、新たに朝、夕食時に地産レタスを中心にサラダバーを提供したり、利用者の要望を受け

て、ロッジ各部屋に冷蔵庫の設置を実施したりしておりますが、全体として２３年度、利用者が

減っておりますので、その利用者の増を図るための努力を、より区とともに協力してやっていた

だきたいということで、その部分についてＡ評価ではなく、Ａ－評価をさせていただいたところ

でございます。 

 総評でございますが、サービス面の評価につきまして、開設前や日常清掃の徹底、季節に合わ

せた食事の提供等、丁寧なサービスを心がけておりまして、良好なサービスを提供しているとい

うふうに評価しております。また、自動販売機について５００ｍｌペットボトルを販売できるも

のに入れかえる等、利用者からの要望に応えているということでも評価してございます。今後も

経費削減努力を怠ることなく、利用者数増加のための自主事業の更なる工夫や、利用者サービス

の向上に努め、指定管理者の法人としてのスケールメリットを生かした経営努力を引き続き期待

したいということでございます。 

 総合評価でございますが、サービス面、財務・労務面ともに良好であり、指定管理業務は適正

であったと評価するものでございます。 

 非常に長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質問などございますでしょうか。 

○髙野委員  質問というより、ちょっと感想ですが、清里高原ロッジ、７０００万円もかかるので

すね。予算、決算の支出ですか。すごいお金ですね。 

それから生涯学習センター、これは６，０００万ですか、支出として。これは２１年ですけ

れども、６，２００万円。随分お金がかかるものですね。町屋文化センターが、３，６００万円。 

○社会教育課長  この金額につきましては、施設の運営をして、この指定管理者に依頼をしており

ますので、その分の指定管理料として支払いをさせていただいております。ですから、例えば町

屋文化センターの管理をする職員の人件費であるとか、事業費であるとかというものでございま

す。町屋文化センターと比べて生涯学習センターが多いのは、生涯学習センターの方では、さま

ざまな、先ほど申し上げた区民カレッジ、年間１０回の、大体１回当たり５回の講座を１０回程

度、それから、大きな講演会を年２回程度実施していただくような形で、各種の講座の事業運営

費についても指定管理料で全額を支払っておりますので、そのような経費の中で６，０００万と

いう形になっているというものです。 

○教育長  講師を呼んだ場合、会員が少なかった場合も、全部、払っています。 

○社会教育課長  はい。ただ、昨年度は、すべての１０講座について、定員については定員以上の
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中でさせていただいています。 

○青山委員  例の教育委員会をやりに会議室をお借りしたときに、ポスターを張ってありましたが、

あれですね。 

○社会教育課長  はい。 

○青山委員  なかなか魅力的な講師を呼んでいましたよね。 

○教育長  それはちゃんと費用をとっているのでしょう。 

○社会教育課長  はい。 

○髙野委員  管理料というのは、会場の費用ですか。 

○社会教育課長  光熱水費、施設管理費を含めて、すべてです。 

○髙野委員  従業員費とか。 

○教育長  冷暖房も全部入れるのでしょう。 

○社会教育課長  はい。 

○髙野委員  そうですか。 

○青山委員  施設の管理と、それから事業運営の内容にかかる経費と、すべて一括して指定管理者

に。料金の徴収も指定管理者。 

○社会教育課長  はい。 

○青山委員  受講料とか。 

○社会教育課長  はい。 

○教育長  清里は、２３年度で約２４０万も割安になっているのだけれども、これは、すごいです

ね。 

○社会教育課長  はい。東日本大震災の影響があって、利用者が、個人利用というよりは、学校全

体の利用の方も減っておりますので、その辺はやはり非常に大きいのかなと思います。 

○髙野委員  払うの大変ではないですか。７，６００万円といったら大変なお金ですものね。特に

文化センター。 

○教育長  清里高原ロッジは、冬は、ほとんど使っていないのでしょう。 

○社会教育課長  １１月から４月の中旬までは、使っていません。 

○委員長  閉館しているのですね。４月２９日から１１月６日まで開設して、その後は閉館という

形ですね。 

○社会教育課長  そうですね、閉館しています。 

○青山委員  閉鎖しているときの管理も委託しているのですか。 

○社会教育課長  清里については管理人さんが常駐しておりますので、管理を委託しております。 

○青山委員  それもこの指定管理者の仕事になってくるのですね。 
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○社会教育課長  そうです。 

○教育長  これは、昔、指定管理ではないときは幾らぐらいかかったのですか。 

○社会教育課長  １８年から指定管理になってしまっていますので……。 

○教育総務課長  直営でやっていた時代も、管理人というのはまた別にいましたので、当然、直営

になりますと、そこにいる事務職員、２人なり３人の人件費が当然かかってきます。また、清掃

等につきましては、直営の時代も委託という形でやってございましたので、やはり指定管理にな

ることによって、事務的な人件費等が安くなってくると思います。 

○髙野委員  気を遣わなくて済みますけれどもね。 

○委員長  お金はかかりますけれども、やはり青少年のため、小中学生のためには非常に貴重な施

設だと思います。区にとって、大変な部分はありますが、ぜひ維持していただきたいと思います。 

○髙野委員  いや。維持はしてほしいのですけれども。 

○委員長  結構、閉鎖したりするところが多いですから、こういった施設。 

○髙野委員  それは困ります。 

○教育長  今年も行かせてもらいましたけれども、どんどん閉鎖しているそうです。 

○委員長  そうですね。 

○髙田委員  下田は管理者ではなくて、あれは直営ですか。 

○学務課長  はい。直営で、管理委託という形でやらせてもらっています。 

○委員  では、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  続いて、「伝統工芸技術継承者育成支援事業について」、御説明をお願いいたします。 

○社会教育課長  「伝統工芸技術継承者育成支援事業について」でございます。 

 骨子でございますが、平成２４年度伝統工芸技術継承者育成支援事業における現場実習受入者

２名が決定しました。現場実習者の募集を実施するものでございます。 

 内容でございますが、伝統工芸技術短期現場実習支援事業、これはステップ１と申し上げます

が、この事業の中では、ステップ１、ステップ２、ステップ３までございます。そのうちのステ

ップ１でございます。 

 内容的には、伝統工芸技術保持者が伝統工芸技術の修得を希望する者を受け入れ、短期間、最

長３カ月間でございますが、現場の実習を実施し、継承者となることの意思の確認及び素質の検

証を行うものでございます。 

 支援の内容でございますが、保持者の指導料として日額５，０００円を支給するものでござい

ます。上限は月額１０万円になります。 

 実習者につきましては、研修手当として、保持者へ日額３，０００円を支給するものでござい
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ます。上限が月額６万円となります。 

 今年度の平成２４年度の現場実習受け入れでございますけれども、おニ人いらっしゃいます。

漆塗の角光男さんですね。区の登録無形文化財保持者で、荒川区伝統工芸技術保存会の会員でご

ざいます。 

 お二人目が、手描友禅の井出英世さんでございます。同じように区の登録無形文化財保持者で、

荒川区伝統工芸技術保存会の会員でございます。 

 募集の方法でございますが、募集期間、９月１日から１０月３１日までを予定してございます。 

 周知の方法でございます。区報９月１１日号、区のホームページ、ポスター、リーフレットの

配付。ポスター、リーフレットにつきましては、区内の施設、都内・近県の公立学校、私立学校

及び全国の美術系の大学・専門学校へ送付を予定しているところでございます。 

 裏面でございますが、支援事業の現在の状況でございます。現在、「弟子入り」修業中の方々

でございます。１番目、１人目――１番、２番の方につきましては、２２年１月からステップ

１の３カ月の現場実習を経て、２２年４月からステップ２でございます弟子入りを今していると

ころでございます。 

 ３番、４番、５番の方につきましては、保持者の方の御子息とかということがございまして、

ステップ１の見習い期間については省きまして、平成２２年４月からステップ２の、今、弟子入

りをしているところでございます。 

 ６番、７番につきましては、第２期生ということで、２３年１月から現場体験をしていただき

まして、２３年４月、昨年の４月から弟子入りをしているところでございます。 

 ８番、９番につきましては、２４年１月に見習い期間を行いまして、今年の４月より弟子入り

をしているところでございます。 

 現在は、９名の方が弟子入り修業中でございます。 

 今後の予定でございますが、先ほど申し上げたように、９月、１０月で募集をしまして、

１１月上旬に受入保持者・事務局により書類選考、１２月に面接実施・現場実習者の決定をした

いと考えてございます。年が明けますが、２５年１月から３月の間で、ステップ１になります現

場実習をしたいと考えているところでございます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質問などございますでしょうか。 

○教育長  これはすごくいいことですね。これ、宿泊費も出ていなかったですか。 

○社会教育課長  はい。弟子入りになりますと、宿泊というか家賃の補助の一部が出ているという

状況がございます。 

○教育長  大きいですよね、家賃。 
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○髙田委員  この指導料の上限と研修手当の上限で保持者にはいただくのだろうけれども、結局、

弟子に食わせたり、いろいろ面倒を見たりして、みんな使ってしまわなくてはならないだろう

し……。技術の継承という点では非常にいいなと思います。 

  ３人の息子さんというのがいて、松本さんも森田さん、村田さんと。おやじがもらって、息子

を育てるのかとなるかもしれないけれども、やはり息子は親の仕事を継がないなんていうのに比

べると、これは事業の補助を受けて継承できるというのは、非常にいいことだなと思います。 

○髙野委員  そうですね。 

○教育長  そうですね。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、続きまして、「荒川区青少年スポーツ活動支援補助金交付に関する要綱につい

て」、御説明をお願いいたします。 

○社会体育課長  「荒川区青少年スポーツ活動支援補助金交付に関する要綱について」、御説明さ

せていただきます。 

 骨子でございます。区内のクラブチーム等でスポーツを行う青少年が、全国大会等へ区を代表

して出場する際に、経費の一部を助成するための要綱を制定して、支援するものでございます。 

 目的でございます。荒川区の青少年が全国大会等へ出場するための経費を助成することにより、

区を代表して参加するスポーツ活動に係る私費負担の軽減を図りまして、競技力の向上、青少年

の健全育成、区のスポーツ活動を広く周知することを目的とするものでございます。 

 対象行事でございます。 

 （１）としまして、国又は都道府県が主催、共催、後援する大会で、東京都の予選又は推薦等

により代表として出場する関東大会、全国大会などでございます。こちらはいわゆる東京都予選

ではないですが、代表としてということになってございます。 

 ちなみに、キンボールスポーツなどマイナースポーツにおいては、全国大会においてもエント

リー制というのがございます。そういうものでは、自主的にエントリーした者は対象ではないと

いうところの扱いとしてございます。 

 （２）としまして、日本体育協会、各競技団体等公益的な団体等が主催、共催、後援する大会。 

 （３）としまして、前号に準じると区長に認められた大会というところでございます。 

 ３としまして、対象者でございます。 

 次の要件に該当する青少年、１８歳以下で、上記の２の大会に参加する者でございます。ただ

し、学校活動で補助を受けた場合を除きます。こちらは学校で、部活動等で全国大会に行く場合

には、学校経由で助成されているというところでございます。 
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 対象者の（１）としまして、区内在住、在学の児童生徒。ただし、区外団体の所属選手として

参加する場合は対象外とさせていただきます。こちらは例えば荒川区の何とかチームというとこ

ろで出場するのではなくて、隣の足立区何とかチームに所属して、荒川区の選手が１人ないし

２人でも参加した、その子供だけを助成するということは、ちょっとバランスを逸するのかなと

いうところもございます。また、荒川区の代表ではない名前で出場するというところも考慮した

ものでございます。 

 （２）としまして、荒川区体育協会加盟団体の選手又は団体。この中には、構成員には監督や

コーチの分も見ます。監督やコーチは青少年ではございませんが、大会には不可欠というところ

でございます。 

 また、加盟の団体の選手であれば、仮に区外の選手が１人、２人、入っていても、その選手の

分だけ補助しないというわけではなくて、団体全体に補助するという形をとらせていただきたい

と思っております。 

 （３）としまして、前号に準じると区長が認めた選手又は団体でございます。 

 助成の内容でございます。 

 次の各号で対象とします額の合計額の２分の１といたします。ただし、個人では１０万円、団

体では５０万円を上限とさせていただいております。 

 （１）としまして、交通費。大会会場までの往復の交通費でございます。 

 （２）としまして、宿泊料。大会要項で定められた宿泊料、又は特別な場合を除いては、区の

職員の旅費の規定に定められた額を上限として考えさせていただきたいと思っております。 

 （３）としまして、参加費。大会要項等で定められた金額でございます。 

 その他、大会や試合に必要と区が認める経費でございます。 

 手続きでございますが、青少年の保護者又は団体の代表者が、指定の様式によりまして区長へ

申請するものでございます。 

 交付決定後は、補助金の請求書、大会終了後には実績報告書を提出していただくものでござい

ます。 

 要綱の制定日としまして、２４年の７月２０日でございます。 

 事務局は、社会体育課で行わせていただきたいと思っております。 

 別紙に要綱の条文をつけさせていただいてございます。また、申請書等も添付させていただい

ております。 

 説明につきましては以上でございます。 

○委員長  ただいまの説明につきまして、質問などございますでしょうか。 

○教育長  これは実績報告書には領収書とか全部つけるのでしょう。 
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○社会体育課長  できる範囲で、切符などで、ない場合には内容を書いていただくようになります

が。 

○教育長  切符がないのはしょうがないけれども。 

○社会体育課長  宿泊費等は領収書を。 

○教育長  宿泊費とか、ちゃんとつけないとホテルによって値段が違うから。 

○髙田委員  前にこれ、スポーツで全国に行くのに、交通費だとか何とかならないかと言っていた

ことが文章になったのですね。 

○教育総務課長  そうです。制度化されたと。 

○教育長  こんなにやってくれるところ、ないですよ、普通は。 

○髙田委員  申請書、たくさん書かなければいけないから大変ですね。 

○教育総務課長  関連ですけれども、全国大会につきまして、尾久八幡中学校の卓球部が関東大会

で優勝いたしまして、全国大会に行って参りました。ただ、残念ながら全国大会ではちょっと振

るわなかったみたいで。きのう、たしか終わったと聞いていますけれども。 

○指導室長  団体で８です。 

○委員長  ベスト８ですか。それはすばらしいです。 

○髙田委員  全国で。 

○教育部長  全国大会です。 

○髙田委員  全国でベスト８ですか。 

○教育長  東京優勝、関東優勝だから。 

○髙田委員  ロンドンオリンピックで、また卓球が、注目されていますね。 

○教育長  そう。愛ちゃんね。それと、石川佳純選手。 

○教育総務課長  原中の講師をやっていらっしゃる志村亜貴子さんという方が、ワールドカップの

女子野球で３連覇をしました。 

○髙田委員  ３連覇。 

○社会体育課長  今、八幡中の横断幕がかかっているかと思うのですけれども、それが終わった後、

多分……。 

○教育総務課長  来週の中旬ぐらいには、また、「ワールドカップ優勝おめでとう」の懸垂幕を立

てさせていただきます。 

○髙野委員  新聞に出ますね。 

○髙田委員  出ていましたよ、もう。ピッチャーが出ていました。 

○社会体育課長  こちらの青少年の活動支援でございますけれども、こちらは７月に急につくらせ

ていただいたのですが、予算はもちろん、当初予算で入っていたのですけれども、実は７月に区
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大会で中学生の少年野球の荒川レジェンドというチームが、Ｋボールというクラスで優勝したと

いうことがございます。Ｋボールというのは、軟式野球と硬式野球の中間のボールでございます。

ゴムでできているのですけれども、重さとか反発力が硬式に非常に限りなく近いというもので、

一応、調べましたところ、国際試合をするときに、日本人の子供はほとんど軟式野球をやってい

るのが、海外の子供はほとんど硬式野球をやっているので、一緒に試合をするときに、その中間

のボールをつくろうということで始まったらしいのですけれども、そのボールを使った都大会で

優勝したというところがありまして、会場が修善寺の方、伊豆市でございましたので、少し遠征

費がやはりかかるというところで、この要綱を急遽……。当初予算にはあったのですけれども、

整備をさせていただいて、それが適用第１号になる予定でございます。 

○教育長  結果はわかりましたか。 

○社会体育課長  結果は１回戦で残念ながら。 

○委員長  では、よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  その他の報告事項ですが、「８月から１０月までの教育委員会関係主要行事」について

は、配付資料のとおりでございますが、これに関して何かありますでしょうか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、秘密会の前に、事務局より連絡事項等ございましたら、よろしくお願いいたしま

す。 

○教育総務課長  すみませんが、御手元に、平成２４年度の教育委員会の日程というのが配ってあ

るかと思いますけれども、実は９月２８日金曜日ですが、この９月２８日に議会の決算特別委員

会が始まっておりまして、できましたら時間を、通常１時半からということなのですが、３時半

からということで変更させていただければと思います。大変恐縮でございますが、よろしくお願

いいたします。 

○髙田委員  ３時半。 

○髙野委員  中学校で教育委員会をやらなくていいのですか。 

○教育総務課長  学校につきましては、１０月以降、小学校あるいは中学校、また八幡中学校が今、

建設中でございますので、そういったところも見に行けたらなと考えてございますので、また具

体的に決まりましたら御報告差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○社会教育課長  すみません。御手元にピンクの「大太鼓盆踊り大会」、９月１日土曜日というの

がチラシで載っていると思いますが、秋から荒川区の文化祭が始まります。その文化祭の第一弾

が大太鼓の盆踊り大会でございます。９月１日、土曜日、午後６時から９時で、今年は南千住の

スポーツセンターの野球場でございますので、もしよろしければと思います。 
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 それから、もう一つ、冊子でございますが、『再発見！ あらかわの匠の仕事 －伝統工芸品

展－』ということで、７月に行いました技術展に引き続きまして、７月の中旬から企画展で９月

の１週目まで、ふるさと文化館の企画展として実施している図録でございますので、ぜひお持ち

いただければと思います。各種の伝統工芸品の内容について載せてございますので、後でお目通

しをいただければと思います。後段の方には、職人さんのお写真であるとか、地図であるとかと

いうのも載せてございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長  この冊子はすばらしいですね。 

○社会教育課長  ありがとうございます。 

○教育長  すばらしいですよね。植木職人の名前まで出ています。 

○髙野委員  これは有償頒布ですか。 

○社会教育課長  有償頒布してございます。 

○青山委員  荒川区のふるさと文化館というのは、組織とか建物の規模の割には、いいことをやっ

ているのです。小さいですけれどもね。 

○委員長  小さいですけれども、これはすばらしいです。 

○社会教育課長  有償頒布しておりますので、値段は……。 

○青山委員  ５００円ぐらいじゃないですか。 

○社会教育課長  ５００円とか６００円ぐらいだったと思いますが。すみません、ちゃんと調べて

おきます。 

○髙田委員  大体、３００円とか４００円なものだから、もうどんどん売れてしまう。 

○委員長  これは社会科の資料集としても使えそうな充実の内容ですね。 

○社会教育課長  ありがとうございます。 

○委員長  本当にすばらしいです。 

○青山委員  この写真の出来もすばらしいですよね。 

○委員長  写真の出来もすばらしいですよね。積極的に活用するといいのではないでしょうか。 

○教育長  これ、本当にすばらしいです。 

○委員長  職員の方にくれぐれもよろしくお伝えください。 

○社会教育課長  ありがとうございます。 

○委員長  では、よろしいでしょうか。 

 それでは、一度、委員会を閉めさせていただきます。 

 秘密会終了後、協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 本件の所管以外の方は退室してください。お願いします。 

―了― 


